
  

第二章  医療保障とその関連施策
第一節  医療保障とその基礎的条件

一  医療保障制度確立への動き

医療保障制度の確立は、いまやわが国の社会保障制度のうちで最も緊急を要する重要問題としてとり上
げられ、このための方策としての医療の国民皆保険計画の達成は、最重点施策の一つとして着々具体的
な歩を進めつつある。

疾病が個人にとって最も大きな不幸の一つであり、社会的にも大きな損失をもたらすものであること
は、あらためていうまでもない。疾病が貧困への最大の途であり、貧困がさらに疾病を招くという疾病
と貧困の悪循環の傾向が、今日わが国においても各種の指標によって顕著に指摘されている以上、疾病
に対する備えの緊急性は特に高いものといわなければならない。

もちろん、個人個人としては、自己の健康の保持増進のため、努力を払っているし、疾病にかかった場
合の医療費という出費に備えて、貯蓄等の準備手段を講じているわけである。しかしながら、近年にお
ける医学医術の進歩に伴う医療内容の高度化は、必然的に医療費の高騰をもたらし、個人の手のみに
よって疾病に対処することはますます困難なこととなってきた。一方、社会の近代化が進むにつれ、産
業にとって必要な労働力の維持、保全を目的とする社会保険としての医療保険制度の発足により、疾病
に対する備えは個人の手から漸次社会の手へ移されることとなったが、さらに近年社会保障制度の確立
による福祉国家の建設が叫ばれるに至り、医療保険は、すべての国民を対象とする社会保障制度の一環
としての医療保障へと前進することとなった。

戦後の社会保障の先進国といわれるイギリスにおいては、社会保障計画の三つの前提条件の一つとし
て、包括的な保健および更生事業が有名なベバリツジ報告で提案され、一九四八年医療保障としての国
民保健事業が国営事業として開始されたのであるが、わが国においても、健康保険制度が他の社会保険
に先立って昭和二年発足し、今また、医療保障が他の社会保障の分野にさきがけてとりあげられ、国民
皆保険の道に大きく踏み出したわけである。
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第二章  医療保障とその関連施策
第一節  医療保障とその基礎的条件

二  医療保障の基礎的条件

医療保障制度の体系は、大別すると、イギリスのように、国の直接、かつ、全面的な責任の下に国自ら
管理する公営医療の方式と、国民の自主的、相互扶助的機能を生かした医療保険の方式との二つに分れ
る。医療保障制度の理想的、最終的形態については、意見の分れるところであるが、わが国においては
「医療保障制度に関する勧告」も述べているように、医療保険を全国民に及ぼすことにより、医療保障
を確立するのが、妥当であるとされているのであって、政府としても、国民皆保険体制の実現を目途と
して、その具体的な施策を進めつつあるのである。したがって、わが国における医療保障制度の体系
は、各種医療保険を主なものとし、生活困窮者を公費で援護する生活保護法の医療扶助がこれを補完す
るという形で、構成されている。右のうち医療扶助に関しては、後に第三章の最後の節で述べることと
したい。

医療保険の適用の有無およびその給付内容の高低が、国民に与えられる医療の機会と、その内容を示す
尺度となることは、つとに指摘されているところである。このことからいえば第二四図および第二節
の第一三表(医療保険の適用状況)は、この点についてのわが国の現段階を端的に指示するものということ
ができよう。すなわち、昭和三二年三月末現在、わが国には約二、七〇〇万人にのぼる医療保険の未適
用者があるとともに、各医療保険の適用を受けている者の一人当り医療費は、それぞれ大小があり、著
しいアンバランスを示している現状である。さればこそ、「医療保障制度に関する勧告」も、厚生省の
医療保障委員の報告も、未適用者に対する医療保険の適用あるいは給付内容のアンバランスの是正とそ
の引上を、緊急の要務として力説しているのである。

第24図 医療保険の本人,被扶養者別被保険者一人当り医療費
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第13表 医療保険の適用状況

ところで、国民皆保険の実をあげるためには、単に医療保険のシステムを全国に及ぼすだけでは充分で
はない。すなわち、医療提供の場としての病院、診療所等医療機関の整備、その機能の分化と相互関係
の明確化、医療担当者の任務と協力態勢の確立等医療皆保険実施の基盤が整備され、合理化されること
が必要であり、医療保障委員も、その第二次報告の中で、「全国民に対し合理的・能率的な医療サービ
スを供給するために解決を要する一群の問題」として、医療制度に関する種々の問題を挙げている次第
である。このいわば医療保障確立の基礎ともなる問題としては、医療担当者およびその団体についての
問題、診療報酬支払制度、医療機関の適正配置、医育制度、専門医制度、医療機関と予防衛生等が挙げ
られるであろう。

もちろん、右の報告の表現を借りれば、これらの問題は、「政策的あるいは法制的な措置のみによって
一朝一夕に改革を行うには種々の困難な要素を含み、その解決には相当な用意を必要とする。」ので
あって、たとえば、医療担当者の団体のような関係団体の十分な協力が得られなければ、立派な成果を
収めることは難しいであろう。その意味で、われわれは、イギリス医師会が積極的に参画したイギリス
の国民保健事業の成立の経緯その他諸外国における先例を参考とし、着実に、医療保障の基礎条件を固
めて行かなければならない。

また、疾病を予防し、生活環境を整備し、さらに積極的に国民保健の向上をはかる公衆衛生施策の充実
が医療保障の基礎となることは、自明の事柄といえよう。このことは、たとえば、全国民を対象とする
イギリスの国民保健事業が数百年にわたる公衆衛生行政の伝統に立っていることを見てもうなずかれる
であろう。

さらに、われわれは公衆衛生施策の中でも、全国民に広く蔓延している結核に対する施策の充実が、医
療保障の確立のいわば前提条件というべきものであることに注目する必要がある。

こうして、第二節以下の節においては、医療保険、結核問題、医療制度、公衆衛生のそれぞれについ
て、述べることとなるであろう。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

一  国民皆保険の推進
国民皆保険推進の気運

第一章第四節で述べたとおり、昭和二五年の「社会保障制度に関する勧告」においてすでに、医療保険
は全国民に適用されるべきことが提案されていたが、医療保障の確立の緊急性が強く認識されてくるに
伴い、医療保険という備えによつて全国民が疾病の脅威を免れるように、「国民皆保険の推進」に対す
る要望は次第に強くなり、やがては政府の方針としてうちたてられることとなった。

すなわち、国民健康保険の全国普及等による医療保険制度の全国民への適用ということは、昭和三〇年
ごろから、一部政党の政策目標に掲げられていたが、厚生省としても、昭和三一年五月、第二四国会に
おいて、昭和三五年度に医療の国民皆保険を達成するという方針を、大臣が明らかにするに至った。ま
た、昭和三一年八月、厚生省の医療保障委員は、未適用者に対する医療保険の適用に全力を注ぐべきこ
とを強調し、さらに、同年一一月に社会保障制度審議会の発表した「医療保障制度に関する勧告」にお
いても、国民皆保険体制の確立のための諸方策が提案されたのである。

こうして、昭和三二年一月に決定された昭和三二年度予算編成方針においては、医療の国民皆保険の早
期達成を目途とする国民健康保険の普及の推進が掲げられるとともに、同年二月には、内閣総理大臣臨
時代理が第二六国会の施政方針演説において、全国民が医療保険に加入できるように必要な措置をでき
るだけ早く進める旨、言明した。ここに国民皆保険の達成は政府の方針として確立され、昭和三二年四
月には厚生省に国民皆保険推進本部が設置されて、国民皆保険の強力な推進が図られることとなった次
第である。

国民皆保険の達成の方法としては、従来各方面の大半の意見が一致しているとおり、一般国民を対象と
する地域保険(国民健康保険)と一定の職域の被用者を対象とする職域保険との二本建てによることとし、
国民健康保険の全国普及と被用者保険の適用拡大に努めることとなっているが、ここで医療保険の普及
状況を見ることとしよう。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

一  国民皆保険の推進
医療保険の普及状況

医療保険の適用者拡大に関する政府の努力が続けられる一方、医療保険に対する国民の認識が深まりつ
つあるため、近年における医療保険制度の普及発展は、著しいものがある。昭和三一年度末において医
療保険の適用を受ける者の数は、第一三表に示すとおりであって、総数約六、五〇〇万人であるが、こ
のうち約一九六万人が被用者保険(被扶養者)との二重加入と推定されるので、普及率は六九.七%であ
り、昭和二六年度末における普及率が五六・六%であったことと対比すれば、医療保険の普及の目ざま
しいことが知られるであろう。

一方、医療保険によって支払われる医療費は、昭和三〇年度において業務上の傷病に対するものを含め
約一、二〇〇億円、国民総医療費(約二、七一五億円)の約四四%にのぼっているが、今後医療保険の普及
が進むにつれ、その取り扱う医療費もより多額となるであろうとおもわれる。

ところで、さきに見たとおり、医療保険の普及は着々進められているとしても、われわれは全国民の三
割がまだ医療保険に加入していないことを忘れることはできない。この未適用者の解消こそ国民皆保険
の達成そのものにほかならないが、その推進に当っては、いろいろ問題が存するのであって、以下、わ
れわれは、地域保険(国民健康保険)、被用者保険の順に、各医療保険の現状と問題点を考察し、つぎに医
療保険における診療報酬問題をとりあげ、最後に、今後の問題に触れることとしたい。
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二  国民健康保険

昭和一三年における創設当初、農漁村の住民を対象として発足した国民健康保険制度は、いまや都市と
農村との区別なく、被用者を除く一般国民を対象とする医療保険として、わが国医療保険制度のうちに
重要な役割を果しているが、今後、国民皆保険の推進に当り、未適用者に対する医療保険の普及の中心
となるべきその使命は、ますます重大になるものといわなければならない。 
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二  国民健康保険
保険者

国民健康保険の経営主体すなわち保険者は、原則として、市町村(ここでは、東京都の二三区を含むもの
とする。)であるが、市町村が国民健康保険を実施することは、法律上その市町村の任意となっている。
市町村が国民健康保険を実施しない場合には、地域住民を組合員とする普通国民健康保険組合、営利を
目的としない社団法人、または地域を限定せず同一の事業あるいは同種の業務に従事する者を組合員と
する特別国民健康保険組合が、国民健康保険を行うことができる。以上四つの保険者の種類別に、昭和
三二年三月末における国民健康保険の保険者数を見ると第一四表のとおりであって、その総数は、二、
八七〇となっている。

第14表 国民健康保険の種類別保険者数

また、昭和三二年三月末現在における全国の市町村数は、三、九五六(東京都の二三区を含む。)であり、
市町村の区域を単位とする保険者(特別国民健康保険組合以外の保険者)の数は二、八一〇であるが、数市
町村が一部事務組合を作って国民健康保険を行っている事例のあること等を考えにいれると、全国市町
村のうちその約七一%の市町村において、国民健康保険が行われていることになる。

国民健康保険の普及状況を都道府県別に見ると、かなり著しい相違があり、岩手、山形、滋賀の三県に
おいては普及率一〇〇%である反面、普及率五〇%未満の県もいくつかあるという現状である。(第二五
図参照)

第25図 都道府県別国民健康保険普及状況
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なお、最近の傾向として都市における普及の伸びが著しく、昭和三二年三月末現在における全国都市四
九九のうち国民健康保険を行っている都市は三九三で、その割合は同三一年二月より四・八%上回って
いる。ただ、このうちには、市の一部区域で実施しているのみの市が、一五〇市含まれていることに注
意する必要がある。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和32年度版）



  

第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

二  国民健康保険
被保険者

さきに述べたとおり、現在、国民健康保険の実施は市町村の義務ではないが、いったん、市町村が国民
健康保険を実施した場合には、その区域内の住民は、特別の理由がある者を除き、すべて被保険者とな
る。これが、いわゆる任意設立強制加入制の建前である。被保険者から除外される特別の理由のある者
とは、健康保険その他の被用者医療保険の被保険者等である。このほか、被用者医療保険の被扶養者、
貧困のため市町村民税の納税義務を免除されている者とその家族等については、市町村が、条例で被保
険者から除外するように定めることができる。

昭和三二年三月末現在、被保険者数は、約三、〇五八万(概数)、前年度に比して約一八七万の増加を示し
ており、これを同二七年度末の数とくらべてみると、この四年間に約七五〇万、三三%の増加を見てい
るのであって、被保険者数の伸びは順調といえるであろう。(第一五表参照)

第15表 年度別国民健康保険被保険者数

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和32年度版）



  

第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

二  国民健康保険
保険料

医療保険の主たる財源が保険料であることは、いうまでもないが、国民健康保険においては、市町村で
ある保険者の場合には、保険料の代りに、地方税法の規定により国民健康保険税を賦課することができ
るようになっている。

保険料(税)は、保険者の条例、規約または規程に従い、被保険者世帯の所得、資産、家族構成などを考慮
して決定することとなっている。すなわち、保険者が賦課すべき保険料総額の百分の四〇は所得を基準
とし、百分の一〇は資産を基準とし、百分の三五は被保険者に均等に割り当て、百分の一五は世帯に平
等に割り当てることが、標準とされている。被用者保険における保険料が報酬に比例して定められてい
るのと異って、国民健康保険の保険料(税)がこのような方法で定められるのは、被保険者たる一般国民の
所得の正確な把握が被用者の場合に比して困難であること等の特殊事情に基くものである。各世帯に対
して賦課される保険料(税)は、以上の方式によってそれぞれ計算された所得割額、資産割額、被保険者均
等割額および世帯別平等割額の合算額となるが、この合算額が五万円を超えても、五万円以上は賦課し
ないこととなっている。

最近における被保険者一人当りおよび一世帯当りの保険料(税)調定額は、第一六表のとおりである。ま
た、保険料(税)の収納割合は、昭和三一年度(概数)において、約九〇%で、逐年向上してきている。

第16表 国民健康保険被保険者一人当りおよび一世帯当り保険料(調定額)の推移
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第二節  医療保険

二  国民健康保険
保険給付

保険給付は、傷病、出産、死亡に関して支給されることになっており、法定給付として療養の給付、任
意給付として助産の給付、葬祭の給付がある。このほか、被保険者が出生児を育てる場合に支給される
哺育手当その他の給付が、付加給付として行われている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

二  国民健康保険
保険給付

＜療養の給付＞

療養の給付については、保険者はその費用の一部を一部負担金として被保険者に負担させることができ
るようになっているが、この一部負担の割合を逆にすれば、国民健康保険の保険者の負担割合すなわち
いわゆる給付率になる。給付率は、通例五割で、被用者保険における被扶養者の場合と同じであるが、
一部の保険者は、五割を超える給付を行っており、中には全額の給付を行っているものもある。

療養の給付の期間は、大部分の保険者においては、転帰するまで(治ゆするまで)となっているが、中に
は、被用者保険と同様三年で打ちきるものもある。

療養の給付の範囲は、保険者の財政事情等により、市町村については条例で、組合や社団法人の場合に
は規約または規程で、若干制限されている。これらの制限のうち主なものは、初診、往診、入院の際の
給食、歯科補てつ等である。

以上が療養の給付の内容であるが、昭和二八年度に療養給付費に対する国庫補助が実現して以来、各保
険者において格段の改善が行われている。たとえば給付の範囲について、昭和三一年九月一日現在の制
限状況を、同二七年度末および同三〇年四月一日にくらべ、特に著しく改善されたものを挙げると、第
一七表のとおりである。

第17表 国民健康保険における給付範囲の制限の改善状況

国民健康保険においては、診療一件当り点数および受診率(被保険者一人当り受診件数)は年々増加する傾
向にあり、被保険者一人当り療養給付費の伸びは顕著であつて、昭和三一年度においては、二七年度の
一・九倍になっており、政府管掌健康保険の一・六倍を上回つている。(第一八表参照)四、五年前におけ
る国民健康保険の療養の給付の内容は、現在よりも著しく健康保険等に劣つていたのであるから、その
後における年々の給付内容の改善に伴い、療養の給付に関するこれらの指標が他の医療保険の場合にく
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らべて大きく伸びたのは当然であろう。ただ、それでもなお、他の医療保険の場合よりも、これらの指
標が低位にあることは注意しなければならない。

第18表 国民健康保険における受診率および被保険者一人当り療養給付費の推移
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

二  国民健康保険
保険給付

＜その他の給付＞

助産の給付は、全保険者の八七%、葬祭の給付は、六七%が実施しており、そのほとんど全部が現金給付
を行っている。助産費の額は、五、〇〇〇円ないし一万円程度のものが多く、葬祭費の額は、五〇〇円
ないし二、〇〇〇円程度のものが多い。

哺育手当については、ほとんどすべてが現金給付として、哺育手当金(一カ月二〇〇円程度)が六カ月支給
されている場合が多い。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

二  国民健康保険
直営診療施設と保健施設

療養の給付を担当するいわゆる療養担当者は、医師、歯科医師または薬剤師の申出によって、保険者が
定めることになっているが、保険者のうちには、直営の診療施設を経営するものが多く、これらの直営
診療施設は、医療機関の普及していない地方において療養の給付を行う上に欠くことのできない存在と
なっている。昭和三一年度末の直営診療施設数は三、一七四で、うち病院四四二、診療所二、七三二と
なっている。これらの施設は、一保険者単独で経営するものが多いが、数町村共同し、病院組合を作っ
て直営病院を経営しているものもある。

また、保険者は、被保険者の療養、助産または葬祭の給付をするため必要な施設および被保険者の健康
の保持増進をはかるために必要な施設をすることができる。このような施設を保健施設といい、さきに
述べた直営診療施設もその中に含まれるが、一般には直営診療施設などを除いた疾病予防施設、寄生虫
駆除施設などをせまい意味で保健施設といっている。この意味での保健施設の中心となるものは、保健
婦の活動であるが、特に医療機関の不備な農漁村地帯では、その果す役割は大きい。現在、国民健康保
険の保健婦の数は約四、四〇〇人に達しており、家庭訪問その他の方法により、被保険者ばかりでなく
被保険者以外の住民についても健康管理を積極的に行い一般衛生思想の普及につとめている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

二  国民健康保険
保険財政

＜国庫補助＞

国民健康保険においては被用者保険におけるような保険料についての事業主負担がないのみならず、被
保険者の保険料負担能力も全般的に低いためその財政基盤が強固でないという実情を考慮して、昭和二
七年における再建整備資金貸付制度の創設その他保険財政強化のための措置が講ぜられ、現在は、療養
給付費を始めとする各種の費用に対する国庫補助が行われていて、保険財政収入に重要な役割を演じて
いる。

療養給付費補助金は、各保険者の療養給付費に対して交付されるもので、この補助金の総額は、各保険
者の療養給付費の総額の二割相当額とされている。この補助金の交付要件(昭和三一年度)は、保険料(税)
収納割合が百分の七〇以上であること、自己財源としての保険料の調定額その他の合計額が療養給付費
の額の百分の五五以上であること、療養の給付について著しい制限がなく、被保険者の一部負担金の負
担割合が百分の五〇以下であることの三つである。昭和三一年度における療養給付費補助金の交付額
は、六三億六、七〇〇万円で、前年度に比し約四億円の増加となつている。

このほか、法定の補助金として、事務費補助金(標準事務費の全額)および保健婦補助金(設置費の三分の
一)があり、予算上の補助金として施設補助金(直営診療施設の設置等に要する費用の三分の一)がある。

国の予算には、これら国庫補助金を主体とする国民健康保険助成費が毎年計上されており、その総額
は、年々増大しつつある。特に、昭和三二年度においては、事務費の被保険者一人当り単価の引上を行
い、被保険者数五〇〇万人の増加を見込んで、所要経費約一二一億八、五〇〇万円が、計上されてい
る。これは、前年度予算に比し、二割強の増額である。

また、国庫補助金以外に、一部の都道府県において、都道府県費による補助が行われるとともに、市町
村においては、その一般会計から国民健康保険特別会計に相当額の繰入が行われ、それぞれ保険財政に
寄与するところが少くない。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

二  国民健康保険
保険財政

＜財政収支状況＞

このように、保険財政強化のため、各方面から、いろいろの措置が講ぜられているし、一方、上述のと
おり、各保険者も収入確保のために努力している結果、保険料の収納状況は年々改善されつつあるが、
療養給付費の増高に見合う保険料(税)の増徴は必ずしも容易でないので、国民健康保険の財政は、年々若
干の赤字をだしている現状である。昭和三〇年度および同三一年度における各保険者の財政状況の集計
は、第一九表のとおりであって、昭和三一年度の収支状況について見ると、収支差引残約一四億四、三
〇〇万円となつており、保険者全体としては形式的に収支のバランスがとれていることになる。しか
し、診療報酬その他の未払額(約一二億七、九〇〇万円)、翌年度歳入の繰上充用額(約一〇億二、八〇〇
万円)があり、一方、国庫補助金精算交付額約一五億円の未交付があるが、前年度分国庫補助金精算交付
額約一〇億円を考慮すれば、実質的赤字は約三億六、〇〇〇万円と見込まれる。

第19表 国民健康保険における各保険者の財政収支状況集計
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

二  国民健康保険
問題点

国民皆保険が国民健康保険の全国普及なくしては達成されないことは、あらためていうに及ばない。さ
きにも触れたとおり、政府においては、昭和三五年度における国民健康保険の全国普及を目途として、
国民健康保険全国普及四カ年計画を立て、強力にこの計画を推し進めている。この計画によると、昭和
三二年度以降毎年五〇〇万人ないし七〇〇万人程度の被保険者を新規に増加させることにより、昭和三
五年度までには、国民健康保険の対象人口のすべてを被保険者とすることになっている。しかしなが
ら、全国に国民健康保険を普及し、名実ともにあらゆる地域の住民を疾病の脅威から守ることは、必ず
しも容易ではなく、その達成のためには、特に次のような問題点を解決して行かなければならないもの
と考えられる。

まず第一は、給付の内容が被用者保険にくらべて低いことである。国民健康保険の療養給付の割合およ
び給付範囲が、逐年改善されているにもかかわらず、被用者保険のそれに劣ることは、つとに指摘され
ており、このことは、被保険者一人当り療養給付費(昭和三一年度で一、五〇一円《推計》)が、政府管掌
健康保険の被保険者本人(同年度で五、八六七円)の約四分の一にすぎないことによっても、うかがわれる
ところである。

次は、保険財政の問題である。さきに述べたとおり、現在、財政強化のための各般の措置が講ぜられて
いるが、近年保険料の伸びを上回っている療養給付費の伸びが今後給付内容の向上という要素を考慮す
ればさらに大きくなるであろうこと、国民健康保険においては被用者保険と異り、保険料の事業主負担
分がないというハンディキャップのあること、しかも、現在、医療保険の適用を受けていない者の中に
は、零細企業の従業員等所得がかなり低いか、あるいはその所得の把握の難しい階層に属する者が少く
ないことを思うとき、今後保険財政収支の均衡を保つには、相当の努力を要するものと考えられる。そ
れにつけても、われわれは、まず、現在赤字の主な原因となっている事務費の不足を補うため、国庫補
助金の予算単価と実績とのずれを埋める必要のあることに注意しなければなるまい。

国民健康保険における給付範囲の拡大、給付率の引上の必要は、すでに各方面から指摘されており、ま
た、これとともに、保険財政へのてこ入れとしての国庫補助制度を充実する必要のあることは、「医療
保障制度に関する勧告」も述べているとおりであるが、各保険者が、給付費に見合う保険料収入の確保
のための努力を求められることは、当然といわなければならない。一方、給付の改善に伴う保険料の増
徴により所得の低い被保険者の負担が過重にならないよう、配慮を加える必要があり、このため、保険
料の賦課方法の適正化を図るとともに、療養給付費に対する国庫補助金の増額および配分方法の合理化
が図られなければならないであろう。

このような問題に対応するためには、まず市町村が国民健康保険を行うべきことの建前を法律上明らか
にするとともに、保険給付の内容を被用者保険の給付水準との均衡を考えて改善し、被保険者の負担能
力等を考慮して保険料(税)賦課の適正化を図るほか、国庫補助制度の整備拡充を行う必要があろう。そし
て、このために必要な法律改正その他の措置については、目下厚生省で検討を進めているところであ
る。

なお、医療保険の組織が全国にはりめぐらされたとしても、医療機関の整備が不充分であれば、医療の
機会均等を図ることができないことはいうまでもないところであって、この問題については、後にまた
述べることとしたい。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険

地域保険たる国民健康保険と並んで国民皆保険達成の他の大きな柱となるものは、被用者保険である。
被用者を対象とする医療保険としては、一般の被用者を対象とする健康保険、国家公務員、地方公務員
等を対象とする各種共済組合その他いろいろの種類のものがあるが、このうち厚生省所管の制度を取り
上げてみると、健康保険、日雇労働者健康保険および船員保険の三つが挙げられる。この三つの制度
は、健康保険を、その経営主体の区別によって政府管掌健康保険と組合管掌健康保険とに分けるなら、
その実態においてそれぞれ異る特徴を持った四つのタイプの保険制度となる。以下これらの医療保険の
おのおのについて述べることとする。 
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(一)  健康保険

制度の概要

健康保険は、わが国で最も早く組織された社会保険であって、工場、鉱山、会社、銀行等に働く被用者
とその被扶養者とを対象とし、業務上のものを除く傷病、分娩、死亡の保険事故に対して給付を行って
いる。現在では、特定の業種に属する事業所の被用者を除けば、五人以上の従業員を有する事業所に雇
用される者のすべてが、健康保険の適用を受ける建前となっており、昭和三二年三月末現在、被保険者
九五一万人、被扶養者一、四〇〇万人、計二、三五一万にのぼる人々が、現実にこの制度によってカ
バーされている。

健康保険の経営主体は、政府である場合と健康保険組合である場合とがある。前者によるものを政府管
掌健康保険といい、後者によるものを組合管掌健康保険という。健康保険組合は、法律の規定によって
三〇〇人以上の従業員を有する事業所が独立して作ることができるが、通例組合員一、〇〇〇人以上の
ものが多い。また、この組合は、二つ以上の事業所の従業員の数があわせて三〇〇人以上あれば、これ
らの事業所が共同して作ることができる建前になつている。しかし、事業所の規模から考えれば、だい
たい、組合管掌健康保険の組合員には、大企業の事業所の被用者が多く、政府管掌健康保険の被保険者
には、中小企業の事業所の被用者が多い。したがって、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険において
は、適用事業所の規模の格差から生ずる相違がいろいろ現われており、このことは健康保険制度を論ず
るに当って、充分念頭に置く必要があろう。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(一)  健康保険

被保険者

昭和三二年三月末における被保険者数を見るに、政府管掌においては約五九九万一、〇〇〇人で、前年
度末に比し約七五万人、一四・三%の増加を示しており、組合管掌においては約三五一万六、〇〇〇人
で、前年度末に比し、約二〇万人、六・一%の増加を示している。(第二〇表・第二一表参照)また、昭和
三二年三月末の適用事業所数は、政府管掌において約二六万七、〇〇〇で、前年度末に比し約二万三、
〇〇〇の増を示し、組合管掌においては約二万九、〇〇〇となつている。一事業所当り被保険者数を政
府管掌と組合管掌とに分けて算出してみると、前者は、平均二二人、後者は平均一二一人となってい
る。健康保険組合の数は、昭和三二年三月末現在九二四で、前年度に比し一七の増加を見ており、一組
合当りの被保険者数は、三、八〇六人となっている。

第20表 政府管掌健康保険における被保険者数の推移

第21表 健康保険組合およびその被保険者数の推移
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(一)  健康保険

保険料

政府管掌健康保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額の千分の六五で、これを事業主と被保険者が半
分ずつ負担することになつている。標準報酬月額とは、保険料と保険給付の算定の基礎とされている被
保険者の報酬月額であって、従来、最低三、〇〇〇円から最高三万六、〇〇〇円までの二〇等級に分か
れていたが、昭和三二年三月における健康保険法の一部改正により、新たに高位の等級が五つ付け加え
られ、最高は五万二、〇〇〇円に引き上げられた。

この標準報酬月額の平均を政府管掌と組合管掌の別にとってみると、昭和三二年三月現在、前者におい
ては一万二、二八七円(対前年度比四・三%増)後者においては一万八、四六六円(対前年度比四・六%増)
であって、後者は前者の一倍半となっている。ここ数年来、この両者の格差はつねに一対一・五の線を
保ってきているが、これは、企業の規模別賃金格差を反映するものであろう。

組合管掌における保険料率は、千分の三〇から八〇までの間で組合が定め、行政庁の認可を受けること
となっており、昭和三二年三月末現在の平均料率は、千分の六四・〇(対前年度に比して〇.七%の増を示
している。)であって、政府管掌における料率とあまり差はない。しかし、個々の組合を見れば保険料率
には著しく高低があり、最高千分の八〇から最低千分の四〇にわたっている。また、組合管掌において
は、事業主負担も組合の規約によって定められることとなっており、昭和三二年三月末現在、全組合の
平均は、前年度と同じく、六四%で政府管掌の場合にくらべて若干高いが、この負担割合についても、
個々の組合を見ればまちまちで、折半負担の組合が多数見受けられる反面、中には、千分の五〇ないし
六〇という高率の事業主負担を定めている組合もある。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(一)  健康保険

保険給付

保険給付としては、被保険者に対するものとして、療養の給付、療養費、傷病手当金、埋葬料、分娩
費、出産手当金および哺育手当金があり、被保険者の被扶養者に対するものとして、家族療養費、家族
埋葬料、配偶者分娩費および哺育手当金がある。これらは、いずれも法定の給付であるが、費用の面で
大きな比率を占めるのは、医療費であって、昭和三一年度においては、全保険給付費(組合の付加給付の
費用を除く。)の八三・六%を占めている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(一)  健康保険

保険給付費

＜政府管掌＞

昭和三一年度における政府管掌健康保険の給付費総額は、五〇三億二〇〇万円で、前年度に比し、三七
億九、五〇〇万円、八・二%の増となっている。全保険給付費のうち医療費は、最も大きなウエイトを
占めていて、その八四・四%を占め四二四億七、二〇〇万円に達し、前年度に比し、一〇・一%の増加を
示している。

(注 各給付費の額が、第二七表の額と一致しないのは、年度のずれ等によるものである。)この増加率
は、昭和二七・二八両年度におけるそれより少いが、三〇年度における八・一%を上回るものである。
(注 以下、この節において、医療費という場合は、療養費の支給分を含めるものとし、医療給付費という
場合は、療養費の支給分を含めないものとする。)

医療給付に関する指標は、第二二表ないし 第二四表に示されている。昭和三一年度の分を前年度分にく
らべてみると、一件当り点数および被保険者一人当り医療給付費は大体横ばいの傾向にあるが、受診率
(被保険者一人当り受診件数)は全般的に若干の伸びを示す傾向にある。

第22表 政府管掌健康保険における受診率の推移
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第23表 政府管掌健康保険における一件当り点数の推移

第24表 健康保険における被保険者一人当り医療給付費の推移

＜組合管掌＞

組合管掌においては、前述の法定給付のほかに、五割を超える家族療養費の支給等付加給付を行ってい
る組合が多く、家族療養費に関する付加給付を行っている組合は、全部で四八二組合、全組合の過半数
を占めている。この家族療養費に関する付加給付の割合は、平均三割三分となっている。(すなわち、こ
れらの組合における家族の自己負担は平均一割七分でよいわけである。)

昭和三一年度の組合管掌における給付費総額は、三七八億一、三〇〇万円で、三〇年度に比し、一七億
二〇〇万円、四.七%の増加を示している。この給付費のうち付加給付の費用は三九億六、九〇〇万円
で、三〇年度に比し、一億六、七〇〇万円、四・四%の増を見ている。

組合管掌においても、医療費は給付費総額中に大きな比率を占めており、その総額は、三〇八億八、七
〇〇万円に達している。また、受診率、一件当り点数および被保険者一人当り医療給付費は、それぞ
れ第二五表、第二六表、 第二四表の示すとおりであって、三一年度においては、一件当り点数の伸びが
止った感のあるのを除いて、これらの指標は、おおむね若干の増加傾向を見せている。なお、注目すべ
きことに、組合管掌の被扶養者分については政府管掌の場合に比し、受診率および被保険者一人当り医
療給付費が著しく大であり、前者は政府管掌分の一・八倍、後者は政府管掌分の一・六倍となってい
る。
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第25表 組合管掌健康保険における受診率の推移

第26表 組合管掌健康保険における一件当り点数の推移
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(一)  健康保険

保険財政

健康保険の財政が近年における医療費の増高により圧迫されてきたことは、周知の事実である。特に、
政府管掌健康保険においては、昭和二七年度以降における著しい給付費の増大のため、保険財政の不均
衡は次第に大となったので、政府は、二九年度に、被保険者の報酬の実態把握等の各種行政措置を強化
し、三〇年度には、一般会計からの繰入および政府資金からの借入を行うとともに、保険料率の引上を
実施して、財政の均衡の回復に努めたのであるが、さらに、保険経済の再建と制度の合理化をはかるた
め、健康保険法の一部改正法案を第二二国会に提出することとなった。この改正法案は審議未了に終
り、次いで昭和三一年、第二四国会にあらためて提出された健康保険法の一部改正法案も、ついに審議
未了となったが、第二五国会に三たび提出された一部改正法案は、ようやく、つづく第二六国会におい
て昭和三二年三月に成立するに至った。この改正法については、後にくわしく述べることとするが、改
正法の成立によって、政府管掌健康保険事業の給付費の一部を国庫が補助することとなり、昭和三一年
度においては、三〇億円の国庫補助が行われた。このような政府の努力あるいは経済の好況等によっ
て、昭和三一年度における政府管掌健康保険の財政は、若干好転を示している。(第二七表参照)また、昭
和三一年度において、被保険者一人当り給付費は、八、八五七円で、前年度よりやや少くなった反面、
被保険者一人当り保険料(調定額)は、九、四三三円で、前年度に比し約七%の増加を見た。この結果、こ
こしばらく一人当り給付費を下回っていた一人当り保険料が、ようやく前者を上回ることとなり、この
両者の関係が、保険経済として正常な形を回復したわけである。

第27表 政府管掌健康保険収支決算
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ただ、われわれは、三一年度の保険財政収支の均衡が、三〇年度から持ち越されている政府資金からの
借入(六〇億円)の上に立っていることに注意しておく必要がある。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(一)  健康保険

健康保険法の改正

先にも触れたとおり、昭和三二年三月第二六国会において成立した「健康保険法の一部を改正する法
律」によって、健康保険法は、重要な改正を加えられた。この改正法は、被用者保険の中核をなしてい
る健康保険の財政を建てなおすと同時に、その制度の合理化を図り、医療保障制度の確立に寄与しよう
とするものであるが、改正のおもな内容は、つぎのとおりである。

まず第一は、政府管掌健康保険の給付費に対する国庫補助制の確立である。すなわち、健康保険制度の
発足以来これまで政府管掌、組合管掌の双方に対して事務費の国庫補助が行われていたが、改正法によ
り、あらたに、医療保障制度の確立という見地から、中小企業を対象として財政基盤の弱い政府管掌健
康保険の給付費に対する国庫補助が、明文化されるにいたったのである。改正法の施行に伴い、前述の
とおり、三一年度には三〇億円の一般会計からの繰入が行われ、三二年度においても、給付費財源繰入
として三〇億円が予算に計上されているが、将来にわたって毎年相当額が補助されることになってい
る。

第二は、被保険者の一部負担に関する改正である。従来、被保険者は、初診の際に初診料の額(六大都市
では五〇円、その他の地区では四六円)を支払うことになっていたが、今回の改正により、初診の際に最
高一〇〇円(初診の際に受けた療養に要する費用が一〇〇円未満の場合は、その額だけ)を支払うこととな
り、また、入院患者は、同一の傷病についての入院一カ月間だけ、毎日三〇円を支払うことになった。

第三は、保険医療組織の整備である。従来、健康保険では、個々の医師、歯科医師または薬剤師が、そ
れぞれ保険医または保険薬剤師の指定を受けて、保険診療を担当し、診療の責任を負ってきたが、これ
は一定の施設内で各種の医療従事者と医療設備の活動のもとに行われている現在の医療の実情に合わな
いばかりでなく、事務上の責任まで保険医または保険薬剤師が負うという不合理な事態を招いていた。
したがって、改正法においては、病院、診療所または薬局を保険医療機関または保険薬局に指定して、
療養の給付の責任を機関単位とするとともに、個々の医師、歯科医師または薬剤師については、これを
保険医または保険薬剤師に登録することに改めた。

そのほか、今回の改正では、さきに述べた標準報酬の等級区分の改訂、保険医療機関等に対する検査に
関する規定の整備等が、行われている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(一)  健康保険

問題点

右に述べた法律改正により、健康保険制度は、その医療水準を確保しながら、保険財政の健全化、制度
の合理化を一段と進めて、国民皆保険推進の基盤となることが期待されよう。もちろん、昭和三一年度
における被保険者数の著しい増加、保険料収入の伸びが経済の景気変動に影響されること等を考えると
き、健康保険財政の収支の見通しは、なお、手放しで楽観することを許さないものがあり、今後も収支
の均衡を保つための努力が要請されるであろう。

また、国民皆保険が地域保険と被用者保険との二本建てで構成されるものである以上、国民健康保険の
全国普及を推進するとともに、被用者保険の適用拡大に努めるべきことは、いうまでもない。被用者に
関しては、大きな問題として、零細企業いわゆる五人未満事業所の従業員の問題があるが、それについ
ては、後にあらためて説くこととして、ここでわれわれは、本来強制適用を受けるべき事業所の従業員
がまだ相当未適用になっている事実に注目せざるをえないのである。すなわち、昭和三一年一一月に厚
生省の行つた「医療保障基礎調査」によれば、未適用の事業所の従業員数は約一三一万五、〇〇〇と推
定されている。その家族をも含めれば約二五〇万近い人々がまだ健康保険によってカバーされていない
というこの現状は、すみやかに改善されなければならないのであって、未適用者の徹底的解消のため、
積極的な措置を講ずることが何よりもまず肝要であるといわなければならない。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(二)  日雇労働者健康保険

日雇労働者健康保険は、昭和二九年三月に全面的に発足して以来、三年を経過したが、この間、制度の
充実強化は著しく、今日では、被用者医療保険体系の中に一つの地位を確立するに至った。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(二)  日雇労働者健康保険

被保険者

日雇労働者健康保険の被保険者は、健康保険の適用を受ける事業所および緊急失業対策法による失業対
策事業または公共事業を行う事業所に使用される日雇労働者であって、被保険者数の推移は、第二八
表のとおりである。昭和三二年三月末現在、被保険者数は約七五万人、被扶養者数は約八九万入、計約
一六四万人が、この制度の適用を受けているが、この三二年三月末の被保険者数は、前年度に比して約
八万人、一二%の増加を示しており、これは、三一年における臨時労働者の雇用の増大によるものと考
えられる。

第28表 日雇労働者健康保険被保険者数の推移
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(二)  日雇労働者健康保険

保険料

保険料は、賃金日額が一六〇円以上の場合は一六円で、事業主と被保険者が半分ずつ負担し、賃金日額
が一六〇円未満の場合は一三円で、うち八円を事業主が、残りの五円を被保険者が負担する。保険料の
納付は、日雇労働者の特殊事情に適合した方式すなわちスタンプ・システムに基いて行われる。スタン
プ・システムとは、就労の日ごとに、事業主が被保険者のもっている被保険者手帳に健康保険印紙をは
り付け、消印することにより、保険料を納付する方式である。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(二)  日雇労働者健康保険

保険給付

保険給付は、業務上のもの以外の傷病、分娩、死亡について行われるが、制度発足当時に比し大いに改
善され、現在では、被保険者に対するものとして、療養の給付、埋葬料および分娩費、被扶養者に対す
るものとして、家族療養費、家族埋葬料および配偶者分娩費がある。ただ、健康保険にくらべれば、療
養給付の期間が二年短く、一年となっていること、傷病を受けた場合または出産の場合に関する生活保
障としての傷病手当金、出産手当金および哺育手当金のないこと、この二つの点で劣っている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(二)  日雇労働者健康保険

保険財政

数年来、保険給付の内容の充実とともに、保険給付費は著しく増大しつつあり、特に療養の給付の期間
延長、歯科の補てつの採用その他の改善が行われた昭和三〇年度以降の費用の増加は、はなはだしいも
のがあったが、三一年度における給付費総額(決算)は、約三二億円で、前年度に比し、約二割の増加を示
している。

日雇労働者健康保険については、その対象となる者の保険料負担能力の低いことにかんがみ、すでに昭
和二九年度から給付費の一割国庫補助が行われており、昭和三〇年度と同三一年度においては、保険料
収入にこの国庫補助を加えることによって、おおむね保険給付費がまかなわれて来た。(第二六図参照)し
かしながら、歳出面においては、医療費の増加が激しい一方、歳入面においては、保険料が定額制であ
ること等の理由により弾力性に乏しく伸び悩んでおり、三二年度における保険財政の収支見通しはかん
ばしくないものがあったので、政府としては、三二年度には、各種行政措置の励行による収入の増加と
支出の適正化を図るとともに、国庫補助率を一割から一割五分に引き上げ、給付費財源繰入として六億
五、五〇〇万円(前年度の約三倍)を予算に計上して、保険財政の健全化を期している。

第26図 日雇労働者健康保険の保険料と給付費
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医療費の増加に伴う保険財政の赤字問題は、医療保険共通の問題であるが、給付内容改善の必要が大き
いのに反して、保険料負担能力の著しく低い日雇労働者健康保険の運営上の悩みは、深刻なものがある
といわなければならない。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(三)  船員保険

これまで述べてきた各種医療保険と異り、船員保険は、陸上の健康保険、厚生年金保険、失業保険およ
び労働者災害補償保険の保険給付に相当する給付を、一つの法律によって行っているわが国唯一の総合
的社会保険であるが、ここでは、その医療保険に関する部門について述べることにする。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和32年度版）



  

第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(三)  船員保険

被保険者

船員保険は、恩給法が適用される公務員を除き、船員法が適用されている五屯以上の船舶および三〇屯
以上の漁船に乗り組むすべての船員(現在乗り組んでいないが乗組員として雇用されている予備員を含
む。)を被保険者としている。昭和三二年三月末現在の被保険者数および昭和三一年度年間平均被保険者
数(かつこ内)を見ると、漁船の乗組員約八万三、〇〇〇人(約八万七、〇〇〇人)、その他の者約九万四、
〇〇〇人(約九万一、〇〇〇人)、計約一七万七、〇〇〇人(約一七万八、〇〇〇人)で、前年度に比し、一
万三、〇〇〇人(約八、〇〇〇人)の増加を示しているが、これに被扶養者約三〇万一、〇〇〇人を合せ
て、約四七万八、〇〇〇人の人が、この制度の適用を受けている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(三)  船員保険

保険料

保険料は、標準報酬月額の千分の一六六、失業保険の適用のない者については千分の一五二であって、
これは、昭和三二年三月の船員保険法の改正により、同年四月一日から、前者については千分の五、後
者については千分の七だけ、それぞれ引き上げられたものである。各保険部門別の船主と船員の保険料
率は、第二九表のとおりである。船主の負担率が船員のそれより高いのは、業務上の事故に関する保険
給付があることによる。

第29表 船員保険の保険料負担割合

また、標準報酬月額は、従来、四、〇〇〇円から三万六、〇〇〇円までの一九等級に分れていたが、前
記の法改正により、昭和三二年四月一日から最低等級が四、〇〇〇円から五、〇〇〇円に引き上げら
れ、等級数は一八となった。なお、昭和三二年三月における平均標準報酬月額(失業保険分を除く。)は、
一万三、五〇六円(昭和三一年度年間平均は一万三、三八八円)で、前年度に比し、三.二%の増加(年間平
均では六・二%の増加)を示している。また、平均標準報酬月額を漁船とその他のものに分けてみると、
前者は後者の六割強にすぎず、両者の格差が著しい。ここ五六年間、前者は後者の五割ないし六割の所
を上下しているが、これは、漁業の経営規模が一般に零細であるため報酬が比較的低額であること、賃
金の支払が歩合制によっていてその実態の把握が容易でないこと等によるのであろう。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

三  被用者保険
(三)  船員保険

疾病給付と保険財政

疾病に関する給付としては、健康保険と同様のものがあるが、健康保険と異り、業務上の傷病に対して
も、給付が行われる。

船員保険においても、健康保険におけると同様医療費の増大に伴う疾病部門の保険財政の窮迫は著し
く、すでに昭和二二年度から同二五年度にかけて若干の赤字をだし、これに対して、二六年以降三年余
りの間、保険料の臨時増徴が行われたのであるが、さらに、昭和二九年度における財政事情の悪化は深
刻なものであり、赤字繰越額は四億一、〇〇〇万円(疾病給付費の約二割)に達した。そこで、政府として
は、昭和三〇年度には、保険料率の引上等保険財政の健全化と制度の合理化を内容とする船員保険法の
一部改正法案と、三〇年度までの赤字の償還財源を一般会計から繰り入れるための法案を第二二国会に
提出したが、前者は審議未了となり、後者のみ成立して、赤字問題は三一年度に持ち越されることと
なった。その後、第二四国会に提出された改正法案も審議未了となったが、健康保険と同様、昭和三一
年一二月、三たび提出された改正法案が、ついに翌三二年三月第二六国会で成立し、船員保険の財政問
題は、ここに解決への一歩を踏み出したといえる。すなわち、船員保険法の一部改正法の成立によっ
て、昭和三一年度から、疾病給付費に対する国庫補助が法律に基いて行われることとなり、同年度に
は、一億円が一般会計から繰り入れられたし、昭和三二年度においても、疾病給付費財源繰入分とし
て、一億円が予算に計上されている。さらに、法改正によって、最低標準報酬月額の引上、疾病部門の
保険料率の引上および赤字補填のための保険料率の引上が行われるとともに、療養の給付を受ける者
は、初診の際に一部負担金一〇〇円(初診の日の療養費の総額が一〇〇円未満のときは、その額)を支払う
こととなった(船主補償分を除く。)ほか、制度の合理化のため各種の面で改正が行われた。この法改正を
契機として、今後、船員保険における財政の健全化は、さらに促進されるとともに、制度全般について
より健全な運営が期待されるであろう。

ただ、われわれは、第三〇表に見るとおり、疾病部門における保険料収入が、二九年度以降ずっと保険
給付費を下回っていることを注意しなければならず、受診率と一人当り医療給付費は依然として増加の
傾向を見せていることをおもうとき、収支両面にわたって保険財政の均衡を図るための努力を怠ること
は許されないであろう。もともと、船員保険は、汽船、機帆船、漁船という広範囲にわたる各種の船舶
の乗組員を対象とし、船主の事業の経営規模、労働形態等において、大いに事情を異にするグループを
包括しているところに、特色があり、運営上の問題も多い。このことは、前に述べた標準報酬月額の格
差にも現われているが、そのほかに、たとえば、保険財政収入のかなめというべき保険料の収納状況に
も現われている。昭和三一年度におけるその収納状況を第一(汽船)、第二(機帆船)、第三(大型漁船)、第
四(小型漁船)の四グループに分けて観察すると、第一は九八・六%、第二は八三・七%、第三は九二・
六%、第四は七四・八%となっており、特に小型漁船関係の収納状況は、劣っている。その他保険料と保
険給付費との大いさの比率等種々の面において船舶種類別に格差が存することは、すでに昭和三〇年当
時厚生省におかれていた七人委員会によって指摘されているとおりであって、政府の施策特に厚生行政
施策だけで解決できない問題であるとしても、今後は、これらの不均衡の是正のため、各方面の努力が
払われなければならないであろう。

第30表 船員保険疾病部門保険料,保険給付費の推移
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

四  診療報酬問題
(一)  問題の意義

国民皆保険を実現するに当っては、特に医療関係者の協力を必要とすることはいうまでもないが、医療
関係者の待遇改善を行う意味において最も直接的な形でとりあげられるのは、診療報酬の問題である。

すなわち、社会保険における診療報酬は、一定の方式に基いて定められており、その額の如何は、医療
担当者の所得の大小に直接関係する。反面、診療報酬の如何は、保険を経営する保険者側から見れば、
保険財政支出の大半を占める医療給付費に影響するし、一般国民の立場に立てば、保険料または自己負
担という形で家計に響くのであって、診療報酬がつねに複雑な問題を提供することは、もはや周知の事
実ということができる。

そこで、国民皆保険について論ずるに当り、一応、社会保険診療報酬のこれまでの経緯と問題点を述べ
てみることにしたい。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

四  診療報酬問題
(二)  点数単価制度

診療報酬の支払方式

診療報酬を医療担当者に支払うには、種々の方式がある。これを大きく分類すれば、医療担当者が保険
者と雇用契約を結び、俸給の形で診療報酬を受ける「雇用契約式」(「俸給式」)、被保険者一人当りまた
は一件当り等の基準によって均一の報酬が支払われる「均一払方式」、個々の医療行為に対し報酬を支
払う「個別支払式」等がそれである。わが国における現行の診療報酬は、点数単価方式(医療行為別の報
酬を一定の点数で表わし、これと一点単価とを掛ける方式)によって支払われているが、これは、個別支
払式に属するものといえる。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

四  診療報酬問題
(二)  点数単価制度

現行点数単価制度の確立

昭和二年、健康保険法がはじめて実施された当時、政府管掌健康保険の療養の給付は、政府が直接官公
立病院に委託するもの以外はすべて日本医師会および日本歯科医師会に委託して行われており、診療報
酬は、一括して日本医師会および日本歯科医師会に支払われていたが、この場合の支払いは、点数単価
方式によらず、被保険者一人当りの年額と被保険者数とを掛け合せる方式、すなわち人頭請負式(先に述
べた均一払方式に属する)によって行われていた。ただ、日本医師会または日本歯科医師会が政府から支
払いを受けた診療報酬は、一定の基準にしたがって、各道府県医師会または歯科医師会に分配され、さ
らに、道府県医師会または歯科医師会がこれを保険医に分配していたのであって、点数単価方式は、道
府県医師会または歯科医師会の行う分配のための技術的制度として、採用されていたのである。

その後、上述の支払制度は次第に形を変え、昭和一八年四月からは、「健康保険法ノ規定ニ依ル療養ニ
要スル費用ノ額ノ算定方法」という厚生省告示の実施によって、診療報酬の支払は、一律に、この告示
に定められた一点単価(二〇銭)および各医療行為別の点数を基準とすることとなり、その関係事務は、日
本医師会または日本歯科医師会の手を離れるにいたった。ここに、保険医療全般に通ずる診療報酬支払
制度としての現行点数単価制度が確立されたわけである。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

四  診療報酬問題
(三)  単価の改訂および審議に関する経緯

現在の単価の決定

現行点数単価制度においては、点数を一定とするなら、単価の額如何が一律に診療報酬の額を左右する
のであるから、現行制度確立後において、単価の決定は、常に大きな問題であった。

昭和一八年の定額単価制確立後、しばしば、物価変動等に基く一点単価の改訂、地域差の新設等、支払
制度の改正が行われたが、昭和二三年一〇月からは、特定の都市を甲地、その他の市町村を乙地とし、
甲地一一円、乙地一〇円の単価が実施されることとなった。この改訂後、昭和二五年から同二六年にか
け、一般賃金水準の上昇、医療機関経営の行詰り等を理由として医療担当者側から単価の引上が要望さ
れるに至り、各方面の意見を参考として種々検討が行われた後、昭和二六年一二月から単価は甲地一二
円五〇銭、乙地一一円五〇銭とすることに決められた。現在までこの額は変っていない。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

四  診療報酬問題
(三)  単価の改訂および審議に関する経緯

臨時医療保険審議会の設置

このときの単価の決定に際し、診療報酬その他医療保険に関する問題の根本的な審議の必要が痛感され
たので、昭和二七年一月、「医療保険に関し調査審議するため臨時に委員を委嘱する件」という閣議決
定に基き、診療担当者代表、保険者・被保険者・事業主の代表、公益代表いずれも同数の委員一八名
が、厚生大臣の委嘱を受けることとなった。この委員をもって組織されたのが、臨時医療保険審議会(以
下「審議会」という。)である。審議会は、医療保険制度の大綱、運営の基本方策および所要の資料の整
備等に関し「特に重要かつ具体的な改善事項」について、諮問を受けたが、昭和二八年に入ると、医療
費問題に取りかかることとなり、昭和二八年八月の総会において、医療費問題の検討のための小委員会
の設置が決定された。

審議会の小委員会は、昭和二八年八月から同三〇年一二月まで、二〇回余りの会合を重ねた。この間に
おける審議対象となった問題点を整理したものとして、昭和二八年一二月の「医療保険をめぐる問題点
メモ」、同三〇年一二月の「診療報酬に関する問題点メモ」がある。昭和三一年にはいると、種々の事
情のため、審議会は開催されるに至らなかったが、この年から翌三二年にかけて、医療保険問題は極め
て重大な転換期を迎えた。国民皆保険への動き

昭和三一年から同三二年にかけて、国民皆保険への動きは活撥となったが、全国民に対する医療保険の
普及によって、診療報酬問題もいわば全国民的な規模に拡大されることは、いうまでもないところで
あって、ここに、国民皆保険の推進に伴い、診療報酬問題その他医療担当者の待遇の問題が、にわかに
注目されることとなったのである。

昭和三二年一月、厚生省の医療保障委員は、第二次報告を提出したが、その中で「全国民に対し合理
的・能率的な医療サービスを供給するために解決を要する一群の問題」の一つとして、診療報酬支払制
度を挙げており、他の問題とともにその根本的な検討を要望している。また、同年三月、第二六国会に
おいて健康保険法の一部改正法案を修正可決するに当り、衆議院社会労働委員会は付帯決議を行い、そ
のうちの一項目として、「現行健康保険の診療報酬の点数ならびに単価を含む診療報酬支払方式」の再
検討と医療担当者の待遇改善を要望した。この健康保険法の一部改正法案の審議に際しては、参議院に
おいても診療報酬問題が活撥に論議され、厚生大臣は、同年三月、参議院社会労働委員会において、
「一点単価を含めて医師の待遇改善のためあらゆる面で検討を命じている」旨を言明した。こうして、
同年四月、厚生省に国民皆保険推進本部が設置されるに当っては、「特に診療報酬問題については、今
秋を目途として成案を得るように努める」という方針が立てられた次第である。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

四  診療報酬問題
(三)  単価の改訂および審議に関する経緯

臨時医療保険審議会の再開

このような情勢の下に、昭和三二年五月、審議会は再開されることとなった。再開後同年六月の総会に
は、昭和三〇年の「診療報酬に関する問題点メモ」にその後の諸条件の変化による加筆訂正を行った新
しいメモが提出された。この新しい「診療報酬に関する問題点メモ」は、費用負担の問題とは別に適正
な診療報酬が決定されるべきこと、適正な診療報酬は医療機関がその業務を維持運営するに必要な経費
とこれに社会通念上妥当と認められる利潤を加えたものを基準とすること、現行診療報酬算定方式は
種々欠点を持っているが、少くとも今ただちに他の方式に移るのは困難であることを指摘するほか、診
療報酬の構成要素、診療報酬の算定に当っての問題点その他の項目にわたり、詳細に分析したものであ
る。このメモについての審議は、結局小委員会に付託されることとなり、その後、新しいメモについて
の小委員会の審議は、数回続けられたが、八月二日の小委員会の開会直前に、医師会代表は、審議会の
審議状況に対する不満を理由として、審議会からの脱退の申出を行い、次いで、八月八日には、歯科医
師会代表も辞表を提出した。こうして医療担当者代表の重要なメンバーが脱退したため、審議会の運営
に重大な支障をきたすこととなったが、総会における協議の結果、一応、審議会発足以来六年間の審議
経過をとりまとめることにきまった。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

四  診療報酬問題
(四)  点数表に関する審議

新医療費体系に関する審議

点数単価制度において、単価と並ぶ重要な要素は、各医療行為別に定められた点数である。現行制度発
足以来、点数表には種々改正が行われてきたが、医薬分業の前提として昭和二九年、同三〇年に立案さ
れた新医療費体系に基く点数改正案は、まさに画期的なものといえよう。この新医療費体系に基く改正
案は、「物の代価」と「技術の報酬」とが不可分の形をとっている診療報酬を改革し、この両者を区分
して評価しようとするものであって、昭和三一年四月からの医薬分業の実施に備えて、同三〇年一二
月、中央社会保険医療協議会(以下「医療協議会」という。)に諮問された。しかし、この案については、
一部から強い反対が示され、分業実施までにその答申を得ることが困難となったので、とりあえず、同
三一年三月に、分業実施に伴い、薬治料および調剤料について最小限度必要な点数改正を行うことと
し、一方、諮問された案については、さらに本格的に審議を進めることとなった。

まず、昭和三一年四月一四日の医療協議会において、従来、審議された事項のうちの基本事項と問題点
を整理すること、審議に必要な場合は専門委員を置くこと等を決定し、これに基いて、厚生省側より
「審議経過整理メモ」が提出され、以後このメモについて審議が進められた。この結果、審議経過整理
メモは、さらに整理された形で八月三日の総会において承認されたが、それは、原則として個々の医療
行為に対しそれぞれ適正な診療報酬を設定すること、物と技術とをできるだけ分離すること等一三項目
にわたる内容を持つものである。また、専門的に検討すべき事項につき四部門に分けて専門委員の審議
にゆだねることが、同じ日の総会で決定され、ここに、新医療費体系に関する審議は、一歩前進するこ
ととなった。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

四  診療報酬問題
(四)  点数表に関する審議

専門部会の中間報告

前述の決定に基き、昭和三一年一一月、医療協議会に計三八名の専門委員が任命され、第一部門は点数
改正案作成の基礎資料、第二部門は診察料および入院料の算定、第三部門は物と技術との分離および技
術の評価、第四部門は第二部門および第三部門の検討する事項のうち歯科診療に関するものにつき、そ
れぞれ審議を開始した。その後約九カ月間、各部会とも二〇回余りにわたる会合を重ね、付託された問
題について検討を続けていたが、昭和三二年八月には、医療協議会に、各部会の中間報告が提出される
運びとなった。

この中間報告においては、おおむね明確な結論を得ているものは少いが、各部会ともに与えられた議題
に関しかなり詳細綿密な検討を行った結果がうかがわれるのであって、その検討の範囲内で一つの基準
がうちたてられ、今後の方向を示しているものも少くない。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

四  診療報酬問題
(五)  厚生省の具体案

以上述べたように、昭和三一年から同三二年にかけて、一点単価および点数に関する各審議会等の審議
は、着々進行していた。一方、昭和三二年四月以降、国会方面においても、衆議院社会労働委員会に設
置された「診療報酬および薬価に関する小委員会」、自由民主党の社会保障特別委員会に設けられた診
療報酬対策小委員会において、診療報酬問題の検討が始められることとなった。この間、厚生省として
は、医療担当者の待遇改善を内容とする診療報酬の改正が、第二六国会以来の政府与党の公約事項であ
ることにかんがみ、各審議会等や国会方面における審議と並行して診療報酬に関する検討を急いでいた
のであるが、診療報酬の改正を実現するためには、昭和三三年度予算との関係上、ぜひとも昭和三二年
中にその成案を得る必要があるので、三一年九月九日、中央社会保険医療協議会に点数および単価の改
正案につき意見を問い、そのすみやかな答申を求めることとなった。

この三二年九月の諮問に際し、厚生省は、事務当局案として、「社会保険医療の診療報酬の算定方法な
らびに点数および単価策定方針の概要」および「診療報酬算定表案(甲表および乙表)」を提出し、次のよ
うな具体案を明示した。

「

(1) 医療担当者に対して支払う診療報酬を現行のものに比し八・五%程度引き上げる。この診療報
酬の引上は、現行点数に改正を加えないとすれば約一円程度の単価引上を意味する。 

(2) この増額を機械的な一点単価の引上によって処理することなく、現行点数における不合理を是
正することにより処理する。

特に医療担当者の事務的負担の大巾な軽減、診療報酬の審査事務の簡素化という見地から、一点単
価は全国一律に一〇円とする。また、甲地、乙地の別は廃止するかわり、従来の甲地については、
療養担当地域手当として若干の点数加算を認める。 

(3) 診療報酬点数表を甲表、乙表の二つに分け、医療機関はそのいずれかを選択することとする。
甲表においては、診察料、簡単な検査料、注射料等、処方料を一括して基本診療料とし、特殊な医
療行為に対する報酬は特掲診療料として別に請求できることとする。乙表は、診療報酬総額の引上
分をもつて、技術料の部分が多いと思われる診察料、入院料、検査料および手術料の引上を図ると
ともに、注射料について、高い薬剤を使用した場合と安い薬剤を使用した場合の差を縮めようとす
るものである。 

」

この具体案は、臨時医療保険審議会における審議の内容および中央社会保険医療協議会の専門部会によ
る中間報告の内容を充分考慮して作成されたものであるが、この診療報酬引上の方針により具体的に算
定すると、開業医の所得は、昭和三三年には同二七年のおよそ二・一倍となり、その待遇は著しく改善
されることとなっている。

現在、中央社会保険医療協議会においては、この診療報酬改正をめぐって、討議が行われているが、医
療担当者、保険者その他各方面の人々の納得の行く形で、この問題が早急に解決されることが望まれ
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

四  診療報酬問題
(六)  問題点

最初に述べたとおり、診療報酬支払方式あるいは診療報酬の額の決定は、医療保険の運営上はなはだ重
大な問題である。しかも、現行点数単価制度は、医療保険だけでなく、生活保護による医療等いわゆる
社会医療全般にわたって実施されているのであって、医療保障制度の総費用に重要な影響を与えるもの
である。

すでに、昭和二五年の「社会保障制度に関する勧告」においても、三〇年に厚生省に設けられた七人委
員会の報告にも、前述の三一年に発表された「医療保障制度に関する勧告」においても、それぞれ、診
療報酬に関する項目が設けられ、具体案がいろいろ示されているが、これらの勧告等の説くところは、
必ずしも一様ではない。あるいは、標準点数を各科別に定めて請求点数がこれを超えるときは一定の制
限を付ける方法を説き、あるいは、団体請負の形式で一定金額を保険者から交付し、各保険医に対する
配分は団体にまかせる方法を示している。また、数方式の併用の必要を説くものもある。

いずれにせよ、現在の段階において明らかなことは、「現行制度のもとにおいては、医師の技術はほと
んど評価されず、その診療報酬は、診療効果というよりは、薬品や注射の使用量など外形的な要素に依
存して支払われる」(医療保障制度に関する勧告)という重大な欠点のあること、一方、現行点数単価制度
を今ただちに他の支払方式に改めることには問題が存することであろう。先に述べたような厚生省の具
体案もこのような現実に応ずるものにほかならないし、現在、中央社会保険医療協議会で審議中の新医
療費体系についても同様のことがいえるのである。したがって、われわれとしては、一応現行制度の前
提の上に立って各審議会等の審議の成果をまつとともに、各種支払方式についての研究にも努めていく
べきであろう。
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第二章  医療保障とその関連施策
第二節  医療保険

五  今後における問題

これまで、われわれは、国民健康保険等の各種医療保険および診療報酬の問題につき、考察してきた。
国民皆保険の推進に当って問題となるべき点は、これまでの所で、大体明らかになったと思われるが、
そのうち特に重要な点をここで、簡単に整理して見ることとしたい。

医療保険という支えのない者とある者とで、医療を受ける機会がいかに不均等であるかについては、あ
らためていうまでもない所であって、われわれは、何よりもまず国民健康保険の普及等による全国民に
対する医療保険の適用を実現しなければならない。この国民皆保険は、地域保険と被用者保険の二本建
てで達成されるものであるが、ここで現在医療保険の強制適用を受けていない従業員五人未満の事業所
の従業員に関する取扱が問題となる。これらの従業員については、従来、その被用者である点に着目
し、健康保険の強制適用または特別の被用者保険の創設を唱える意見もあり、一方、事業所従業員とし
ての医療保険適用の技術上の困難性に基き、国民健康保険の適用対象にすべきであるという意見もあっ
た。厚生省としては、この問題の重要性にかんがみ、鋭意検討を進めてきたのであるが、昭和三一年の
「医療保障基礎調査」によって、五人未満事業所の数は、約六六万六、〇〇〇(健康保険の強制適用事業
のみ)と推定され、政府管掌健康保険の事業所数のほぼ四倍の多きにのぼること、事業所自体の企業変動
が激しいこと、従業員の所得階層が比較的低位に集中することが、知られるにいたり、したがって、五
人未満事業所従業員については、事業所の把握がかなり困難であるとともに保険財政の維持は容易でな
いことが明らかになったのである。これらの点を考慮すれば、強制的にこれらの事業所の従業員を被用
者保険の対象にするよりは、さしあたりは、国民健康保険の普及の対象とし、一方、健康保険における
任意包括制度(第二〇表の注2参照)の活用によって健康保険の適用に努めるのが、妥当と考えられる次第
である。

医療の機会の不均等ということは、医療保険の適用を受けている者相互の間についてもいえることであ
る。このことは、 第二四図を見てもうかがわれるが、ここでは、特に、国民健康保険の給付内容の改善
が急を要することを重ねて指摘しておきたい。

さて、全国民に医療保険の網の目をかぶせることおよび給付内容の向上、この形式実質両面にわたる課
題を、われわれは抱えているわけであるが、その解決に当ってまず考慮しなければならないのは、財政
問題であろう。もともと、医療保険においては、その収入の大宗をなす保険料はその全部または相当部
分を賃金その他の所得によっており、その動きは、国民経済の動きを相当反映するのに対し、その支出
の大宗を占める医療給付費は、医学の進歩、罹病率、医療機関の整備等に影響されるもので、国民経済
情勢と必ずしも関係はないという特徴があり、この意味で保険財政収支の均衡を図るのは、必ずしも容
易でない。また、給付内容の改善が行われた場合には、受診率の増大という要素も加わって、支出の増
大することはいうまでもないところであり、これまで繰り返し述べたとおり、国民皆保険の推進に当っ
ては、保険財政の充実強化ということを念頭に置かなければならないであろう。なお、その場合、各医
療保険のところで説いたように、特に所得の低い階層に対する配慮を加えて国庫補助制度を充実すべき
ことは、いうまでもあるまい。

また、現在、医療保険の診療報酬によって支払われている医療費(保険者負担分に生活保護法等による公
費負担分および患者一部負担を加えたもの)は、総医療費の七割におよんでいる。今後、国民皆保険の推
進とともに、この比率はさらに高まり、いわゆる社会医療による医療費の如何が国民総医療費を支配す
ることになるであろう。さきにやや詳しく述べた診療報酬の問題が、国民医療全体にとりいかに大きな
問題であるかということに思いをいたすべきゆえんである。
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終りに、医療保険の普及と充実だけで真に医療保障が確立されるものでないことを思い起しておこう。
このことは、無医地区問題一つを考えてみても明らかであり、国民保健の向上のためのあらゆる施策が
バランスを失うことなく進展してこそ、国民皆保険の実が上るものといえよう。下で詳述すべき問題で
ある。しかし、それは、もはやこの節の問題ではなく、第三節以下で詳述すべき問題である。
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第二章  医療保障とその関連施策
第三節  結核問題

一  結核の現状
(一)  結核の死亡数・死亡率

わが国の結核死亡は、戦後減少の一途をたどっている。すなわち、昭和二二年には、死亡数約一四万
六、二〇〇人、死亡率人口一〇万対一八七・二であったが、その後年をおうにつれ結核死亡数の減少の
傾向は著しく、昭和三〇年には死亡数約四万六、七〇〇人、死亡率五二・三にまで減少した。同三一年
になると、死亡数約四万三、八〇〇人、死亡率四八・五となり、三〇年から三一年にかけて、死亡数で
約三、〇〇〇人、死亡率で三・八の減少を見たのである。(第三一表参照)

第31表 年次別結核死亡数・死亡率

この昭和三一年の結核死亡率は、これまで最も高かった昭和一八年のそれにくらべほぼ四分の一にまで
下った率である。一方、国民死因順位においても、昭和三一年には、三〇年と同じように、心臓病の次
に位して、第五位となっており、もはや結核が国民最大の死因であるといろ時期は去ったのである。し
かし、第二七図に明らかに示されるとおり、諸外国と比較した場合に、わが国における結核死亡は、ま
だまだ高いといわざるをえないのであって、特に、デンマーク、オランダ、オーストラリア、カナダ、
アメリカにおいては、死亡率が一〇を割っている(昭和三〇年)ことを考えれば、わが国の状態は大いに改
善の余地があるというべきであろう。

第27図 各国結核死亡率
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第二章  医療保障とその関連施策
第三節  結核問題

一  結核の現状
(二)  結核の患者数

ところで、結核死亡率の低下は、必ずしも結核患者数の減少を意味するものではない。事実、昭和二八
年に厚生省が実施した結核実態調査によれば、三〇〇万人に近い結核患者の存在が推定されており、同
二九年および三〇年に行われた調査によっても、わが国の結核患者の実情は著しく好転したといえない
ことが、明らかにされているのである。

また、わが国における結核患者の総数については、右の実態調査の数を手がかりにするほかないが、患
者であることを知り、医師にかかる者の数は、医師からの届出状況によって知ることができる。届出制
度は、結核予防法によって行われており、制度の仕組み上、若干の二重届出をまぬかれないが、届け出
た患者の数によって大体の傾向をうかがうことができるであろう。この届出患者の数は、昭和二六年に
は約五九万人であったが、その後やや減少して、同二八年以降は、おおむね五〇万ないし五二万のあた
りを上下している。この届出患者数を人口一〇万対で見ると、昭和二六年が最高で六九八、同二八年か
らは六〇〇台を割るようになり、同三一年には五七四となって、減少の傾向を示している。しかし、死
亡率の減少にくらべると、その減少の程度はわずかなものであるし、西ドイツ二一九、フランス一四
〇、アメリカ六七(いずれも昭和二八年)という諸外国の率にくらべれば、相当へだたりのある実情であ
る。
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第二章  医療保障とその関連施策
第三節  結核問題

一  結核の現状
(三)  注目すべき問題

さて、前述の結核死亡率の激減に青少年層の結核死亡率の急速な低下が大きく寄与していることは、注
目すべきである。一昔前、わが国の年齢階層別結核死亡率曲線は、青年期に著しい山を作っていたので
あるが、戦後年をおうに従ってこの山が崩れはじめるとともに、徐々に年齢の高い方に山が移動し、一
方、五〇才以上の高年齢層にもう一つの山を作るという形をとり始めた。これをイギリスにおける同じ
曲線と対比させてみれば、第二八図のとおりである。この図は、わが国の結核死亡率の年齢階層別曲線
が、おくればせながら欧米諸国のそれに近づきつつあることを、示している。したがって、われわれの
課題は、戦中戦後の公衆衛生施策の推進と結核治療技術の向上のもたらしたこの傾向を推し進めて、患
者の絶対数の減少と死亡率の低下に努力し、欧米先進諸国との開きをなくして行くことにあるといわな
ければならない。

第28図 年齢別結核死亡率年次比較

ただ、結核対策の推進に当って、われわれは結核という病気の特殊性をあらためて認識する必要があ
る。

その一つは、結核患者には自覚症状のない者が多いことである。厚生省の実態調査によれば、患者すな
わち医療を受ける必要のある者のうち自分は結核だと知っていた者は五分の一強にすぎず、エックス線
検査の結果、明らかに空洞の認められた相当重症の患者のうち、現に患者であることを知っていた者は
約三分の一にすぎない。このように、結核患者の五分の四は自分が患者であることを知らず、また有力
な感染源と考えられる患者でさえその三分の二は無自覚であるという事実は、見逃すことはできない。
ここに、健康診断が結核対策の基盤となるべき理由がある。
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もう一つは、結核の治療には比較的長期間を要するとともに、最近における医療内容の向上という事情
もあって、医療費がきわめて高くつくため、治療を受けるのに支障が生ずることである。この点につい
ては、後にまた触れることにするが、医療保障制度の適用を受けていない患者、特に所得の低い患者に
とって、結核の治療を受けることは非常な苦痛であるため、その療養が十分に行われにくいこと、ま
た、健康保険や生活保護という各制度の費用の中でも結核医療費は相当の割合を占めているということ
を、あらかじめ指摘しておきたい。

以上二つのことを頭に置きながら、次に結核対策の現状を見よう。
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第二章  医療保障とその関連施策
第三節  結核問題

二  結核対策

結核問題の重要性にかんがみ、特に昭和二六年の新結核予防法の制定以来、政府は、結核対策の充実強
化に努めてきたのであるが、昭和三一年から同三二年にかけて結核対策の抜本的改革を望む声は一しお
高く、また、現実の施策もこれに応じて進展を見たのである。 
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第二章  医療保障とその関連施策
第三節  結核問題

二  結核対策
(一)  結核対策強化の要望

結核が国民個々の生活にとっての脅威であることはもちろん、医療保障制度の財政をも脅やかしている
実情に基き、総合的な結核対策の強化は、近年各方面から強く要望されてきた。すでに、昭和二五年の
社会保障制度審議会の勧告に、健康診断と予防接種の徹底、結核病床の整備等がうたわれていたが、同
二八年に厚生省が結核実態調査の結果を発表し、わが国における結核の楽観を許さない実態を示した後
においては、二九年一二月に、「結核対策の強化改善に関する申入書」、三〇年三月に、「結核対策の
強化改善に関する勧告」が、それぞれ社会保障制度審議会から提出されている。この昭和三〇年の勧告
は、結核問題が個人の経済力や生活圏を超えた国家的な問題であることを力説し、国民経済上の見地か
ら将来にわたって医療費負担の膨張をきたさないよう予防施策に重点を置くこと、放置されている多く
の患者への対策に力を注ぐことを説いたものである。次いで、昭和三一年には、同審議会から「医療保
障制度に関する勧告」が発表されたが、その中には、特に「結核医療制度の確立」という一章が設けら
れ、予防・治療を通ずる一貫した結核対策の強力な推進の必要が、強調されているのである。この勧告
は、前の三〇年の勧告の線を一段と強くしたものであって、結核の予防に要する費用の全額公費負担、
対症療法および入院中の食費を除く全結核医療費の全額公費負担(被用者保険については八割公費負担)、
これに要する費用を一括して取り扱う特別会計または基金の創設、関係行政機構の統合強化を要望して
おり、結核撲滅のための思いきった具体策を打ち出している。一方、同年七月厚生省に置かれた医療保
障委員は、すでに八月末、昭和三二年度予算案との関係において提出した中間報告の中で、保健所の整
備強化、健康診断の徹底等を説いたが、翌三二年一月に提出した第二次報告においては、前年の社会保
障制度審議会の勧告の後を受けて、結核撲滅対策の樹立を望んでいる。すなわち、一〇年後に結核患者
を半分に減少させる程度の抜本的施策が必要であること、昭和三二年度においては、とりあえず健康診
断、予防接種の全額公費負担およびその国庫補助率の引上、中央、地方における一元的結核行政機構の
整備を行うべきこと等が、同報告中の結核対策に関する内容である。

一方、各政党の社会保障政策としても、ここ数年来、結核対策は、重要視されつつある。たとえば、自
由民主党においては、昭和三一年七月、「全国民を対象とする結核保障制度の確立」を唱えたが、同三
二年九月には、「一〇年を目標とした結核撲滅対策の強力な推進」を新政策に盛りこむに至った。

このような動きを背景として、政府においては、昭和三一年度に約一二四億円、同三二年度には約一四
八億円という膨大な結核対策費を予算に計上して、予防・治療を通ずる結核対策の推進を図っており、
特に三二年度からは、後にくわしく述べるとおり、健康診断・予防接種の全額公費負担の実施等結核対
策の画期的な拡充が行われたのである。しかしながら、結核対策の現状には、なお多くの問題が存し、
今後の努力にまつべきところが少くない。以下、その詳細について述べることにしょう。
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第二章  医療保障とその関連施策
第三節  結核問題

二  結核対策
(二)  健康診断・予防接種その他の施策

健康診断・予防接種

上述したところからも明らかであるように、患者の早期発見・早期治療の促進は、いわば結核対策の根
本原則であって、その基盤となるものが、健康診断である。

健康診断は、現在、結核予防法に基いて実施されているが、これには、定期のものと定期外のものとが
ある。定期外のものは、都道府県知事または政令市(保健所の設置主体として政令で定められている市の
ことで、現在三〇市)の長が、結核に感染するおそれのある業務に従事している者等を対象として行うこ
ととなっている。

定期の健康診断は、乳幼児を除く全国民を対象として、事業の被用者については事業主、学生または生
徒については学校の長、一般住民については市町村長が、それぞれ実施することになっている。

いま、昭和二七年以降の年次別による健康診断の実績を見れば、第三二表のとおりであって、受診者の
数は、大体において毎年増加の傾向にある。特に、昭和三〇年度から、定期健康診断の対象者の範囲が
拡大され、また、健康診断に要する費用についての実費徴収に関し減免率が引き上げられたことなど健
康診断制度の整備充実が行われたことに伴い、昭和三一年の受診者数は、同三〇年のそれより若干増加
して、約二、九〇〇万人に達しているが、全国民的な健康診断という新しい建前からすれば、その実施
状況は、まだまだ不充分であるといわざるを得ない。この受診者数のうち定期分は二、七七〇万人、定
期外分は一〇五万人であるが、定期健康診断の受診状況を実施者別に見れば、第三三表であって、小中
学校長の行うものの九四.九%以外は、かなり受診率が低く、中でも市町村長の行うものは、一二・〇%
という状況である。これは、一般住民についての法律改正による対象範囲の拡大が三〇年八月からで
あって、まだ日が浅く、健康診断の周知徹底が不充分であることによるものであろうが、今後大いに改
善の余地が残されているといわなければならない。実施主体による受診者別に患者の発見率を見ると、
小中学生は〇・二%で最も低く、一般住民では〇・四%、勤労者では〇・八%、定期外の受診者では一・
二%となっている。

第32表 結核予防法に基く健康診断・予防接種の年次別実績
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第33表 実施主体別健康診断実施状況

なお、発病防止の役割を果す予防接種は、健康診断とともに、結核予防対策の根幹をなすものであり、
通常健康診断と一体化して行われている。その実績は第三二表のとおりである。

以上述べたとおり、健康診断の全国における実施状況は、決して満足すべきものとはいえない。しか
し、昭和三二年三月の結核予防法の一部改正により、昭和三一年の社会保障制度審議会の勧告および医
療保障委員の報告の要望どおり、昭和三二年度から、結核の健康診断・予防接種に要する費用は全額公
費負担となり、結核予防対策は、一歩大きく前進することとなった。従来、健康診断の不徹底の一つの
原因が実費徴収にあったことを思えば、この画期的措置が健康診断の普及徹底を大きく促進するものと
期待して、差し支えないであろう。現に昭和三二年一月から八月までの一般住民に関する健康診断の受
診率は前年の同じ期間に比し、二割近い上昇を示している。もっとも、前記の報告が望んでいた予防に
要する費用の国庫補助率の引上は、まだ実現せず、その補助率は従前どおり二分の一または三分の一と
なっている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第三節  結核問題

二  結核対策
(二)  健康診断・予防接種その他の施策

結核患家対策

在宅結核患者およびその家族に対する対策すなわち結核患家対策は、予防・治療を通ずる一貫した施策
の一翼をになうものとして、重要な意味をもっている。

患家対策の第一は、保健婦による家庭訪問指導である。これは、従来から患家対策の中心的役割を果し
てきたものであって、年次別の実績は、第三四表に示されるとおりであるが、最近は、訪問件数の伸び
がやや停滞気味であるので、今後は、さらにこの活動を促進しなければならないものと思われる。

第34表 全国保健所における保健婦の家庭訪問件数年次推計(1保健所当り1カ月の件数)

患家対策の第二は、患者家族に対する健康診断と予防接種である。患者家族に対する健康診断・予防接
種も、さきに述べた健康診断・予防接種の一環をなすものであり、法律上は「定期外」として実施され
るわけであるが、その実施の方法等に若干特殊な点があるため、運用その他の面で種々の配意がなされ
ている。すなわち、患者家族は、保健所だけでなく、都道府県知事等から委託された医療機関におい
て、本人の希望する日時に、無料で健康診断・予防接種を受けることができるようになっている。昭和
三一年における患者家族の受診者数は三二万六、〇〇〇人である。

そのほか、結核患者のある家庭に乳幼児があるときは、乳幼児に対する感染の予防またはその養護・保
育のために、児童福祉施設への収容等の措置が行われているし、医療扶助を受けている在宅結核患者に
ついては、栄養加算を行うなど、いろいろの措置が行われている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第三節  結核問題

二  結核対策
(三)  結核医療費と公費負担制度

結核医療費

この節の最初のところに触れたとおり、結核の療養は長期にわたることが多く、医療費がはなはだ高く
つくため、結核にかかることは、大きな出費を家計に強いることとなり、患者本人のみならず、家族の
生活を脅やかす結果となる。結核治療技術の向上、普及に伴い、結核患者の重症化または死亡による一
家の転落という悲劇は、これまでより若干減ってきたであろうと思われるが、結核が国民の貧困問題と
密接に結びつくという事情には、依然として変りがない。たとえば、昭和三一年の厚生行政基礎調査
は、現金収入階層別に結核有病率を見ると、収入の少いものほど有病率が高いことを明らかに示してい
る。(第二九図参照)また、昭和二八年の医療扶助実態調査によれば、同年六月にあらたに医療扶助を受け
始めた者のうち三二・五%が結核患者であって、この調査結果は、結核が貧困の大きな原因をなすこと
を示している。

第29図 勤労その他の世帯における収入階層別結核有病率

ところで、わが国では、結核のためにどれくらいの費用が使われているであろうか。昭和三〇年度にお
ける結核医療費は、 第三五表に示すとおり六三四億円(前年度に比し一八億円の増加)の巨額に達し、国
民総医療費に対する割合は、二三%となっている。さらに、その負担区分を大別すれば、保険者負担分
が四九%、公費負担分が三〇%、患者負担分が二一%、となっている。一方、同年度の国民総医療費につ
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いては、保険者負担分が四三・七%、公費負担分が一〇・三%、患者負担分が四六・一%となっており、
この比率を結核の場合と比較してみると、結核においては患者負担分がはるかに少く、保険者負担分、
公費負担分の占める割合が大きい。これは、二九年度と同様の傾向であって、国民全体の結核医療費の
負担が、社会保険または公費の負担に大きく頼っていることを示すものである。また、昭和三一年一一
月の患者調査によって、治療費支払方法別の結核患者の比率を見ると、第三六表のとおり、被用者保険
の被保険者、生活保護法による被保護者の占める比率にくらべて、全額自費患者の比率はかなり低い。
この傾向は、入院において特にはなはだしいのであって、この表の数字は、医療費の支払が直接そのと
きの家計に響く結核患者にとって療養の容易でないことを反映しているといえるであろう。経済的困難
が結核の治療を妨げていることの例証はほかにもいろいろあるが、名古屋市の一保健所で行った管内の
登録患者に関する調査によれば、結核患者の医療を中止する理由の六割近くが経済的なものとされてい
ることを、ここにつけ加えておきたい。

第35表 国民総医療費と結核医療費の負担区分別推計

第36表 治療費支払方法別結核患者の比率
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また、結核医療費が健康保険、生活保護等医療保障各制度の財政に大きな比率を占めていることについ
ては、すでに各方面から指摘されているところであって、多言を要しない。第三五表によれば、政府管
掌健康保険の医療給付費中結核医療費の占める比率は三割を超えており、生活保護に至ってはその医療
費の六割強が結核医療費で占められているのであって、これらの比率は、二九年度から三〇年度にかけ
て横ばいまたは上昇の状態を示している。

結核の医療費については、以上のような問題があるわけであるが、われわれが結核にかかった場合にそ
の医療費負担の助けとなるものとしては、医療保険制度のほかに、結核予防法に基く公費負担という制
度がある。
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第二章  医療保障とその関連施策
第三節  結核問題

二  結核対策
(三)  結核医療費と公費負担制度

結核医療費公費負担制度

結核予防法に基く医療費公費負担には、一般患者に関するものと、都道府県知事により従業の禁止また
は結核療養所への入所を命ぜられた患者に関するものとの二種類がある。

一般患者に関しては、都道府県または政令市が、厚生省令で定める一定の医療に要する費用の二分の一
を負担し、国庫は、この公費負担分のうち二分の一を補助することとなっている。昭和三一年度におけ
る公費負担の件数を医療種類別に見れば、第三七表のとおりである。この表によれば、化学療法の発達
を反映して圧倒的に化学療法の件数が多く、人工気胸、人工気腹療法の件数は、きわめて少い。この公
費負担の対象となる医療には、昭和三一年度から、外科療法に必要な入院等がつけ加えられ、さらに同
三二年度から、化学療法の三剤併用(ストレプトマイシン、パス、ヒドラジツド)が大巾にとり入れられる
とともに、手術に使う麻酔、輸血まで含まれることとなり、年々その範囲が拡大されているが、外科療
法に必要な入院以外の入院は含まれていない。

第37表 医療種類別公費負担件数

医療費公費負担制度の強化は、しばしば各種勧告等において主張されてきたところであって、その最も
大規模な改革を示唆するものとしては、さきに述べた「医療保障制度に関する勧告」を挙げることがで
きるが、これは、すでに昭和三〇年三月の社会保障制度審議会の勧告、あるいは同年一〇月の七人委員
会の報告が力説してきた措置をさらに拡大強化する案にほかならない。この公費負担制度の強化として
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は、公費負担率の引上、現在公費負担が地方公共団体の義務でないのを義務に改めること、公費負担に
対する国庫補助率の引上、対象となる医療範囲の拡大を行うことによって、患者の負担を少くするとと
もに地方公共団体における予算計上を確保するというのが、以上の各勧告等の要望である。昭和三二年
一月、厚生省の医療保障委員がその報告の中に述べたのも同様の内容であった。しかし、現在までのと
ころ、さきに述べた医療範囲の若干の拡大が行われたほかは、これらの主張は実現されておらず、地方
公共団体の財政事情の如何によって、その予算計上が支配される傾向があり、各地方公共団体の間に不
均衡が存している実情である。

また、一般患者に対する医療費公費負担制度は、もともと、結核の適正な医療の普及と、患者の医療費
負担の支えをなすことと、二つの役割を持っており、近年においては、後者の方が強く意識されるよう
になってきたが、第三八表に示すとおり、昭和三一年度における被用者保険の被保険者、生活保護の被
保護者に関する公費負担の承認率は、一般国民に比して低く、特に被保険者の場合は、一般国民の場合
の五分の一に近いという状況である。これは、限られた地方財政上の制約のために、被保険者、被保護
者のような医療費負担の支えのない一般国民がまず優先的に扱われることを示すものである。

第38表 社会保険・公的扶助の適用別から見た公費負担の状況(%)

つぎに、従業禁止患者および命令入所患者については、その患者が被保護者であるときその他経済的事
情のため医療を受けるのが困難であるとき、都道府県が、医療費の全部または一部を負担できる建前に
なっている。この制度は、濃厚感染源患者対策として重要なものであるが、各都道府県の財政的負担が
大きくなること、患者の家族の生活を保障する方法の特にないこと等の理由により、その実施状況はな
お不充分である。

濃厚感染源患者の隔離の徹底が結核対策上はなはだ重要な意義を有することを考えれば、この制度の強
化充実の必要が痛感される次第である。
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第二章  医療保障とその関連施策
第三節  結核問題

二  結核対策
(四)  結核病床の整備等

結核病床の整備

結核病床については、昭和二六年度に樹立された一九万床計画が、実態調査の結果に基き、同三〇年度
から二六万床計画に改められ、その整備が図られてきた。昭和三一年末においては、前年末より約一万
七、〇〇〇床の増加を見て、すでに約二五万三、〇〇〇床に達している。二六年以降の病床整備状況
は、第三九表のとおりであって、結核病床の着実な増床傾向がこれによってうかがわれるであろう。し
かし、都道府県別に見ると、人口に対する結核病床数は相当の高低があり、同じ県内でも地域によって
病床の利用の困難なところのあるのが現状である。

第39表 年次別結核病床整備状況

ところで、このように整備された結核病床はどのように利用されているであろうか。結核病床利用率す
なわち結核病床数一〇〇に対する一日平均患者数の比率は、近年、昭和二七年における九六・二%を最
高として、その後次第に低下の傾向を示し、同三一年には八五・九%にまで低下した。(第四〇表参照)入
院するのに半年近く待つのが普通であった数年前に比し、現在では、全国的に見て待機患者数の減少お
よび待機期間の短縮がもたらされたことは、事実である。この空床の増加傾向について完全に解明する
のはなかなか困難なことであるが、その理由としては、結核治療法の進歩に伴い平均在院期間が短縮さ
れ、患者がどんどん退院して行くのに、健康診断による潜在患者の発見が追いつけないことも考えられ
よう。また、医療保険という備えのない人々にとり、入院費の支出が依然として大きな負担であること
は、在宅患者の「入院を希望する者が入院できない理由」の過半数は経済的なものであるという調査結
果によっても明らかであって、結核病床利用率の低下をただちに結核病床に対する需要の全般的な減少
と結びつけるのは、速断であろう。いすれにせよ、この問題については、今後いろいろな角度から綿密
に検討する必要があるものと考えられる。

第40表 年次別結核病床利用率および平均在院日数
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第二章  医療保障とその関連施策
第三節  結核問題

二  結核対策
(四)  結核病床の整備等

結核患者の社会復帰

結核患者の後保護と社会復帰に関する対策については、すでに昭和三〇年三月の社会保障制度審議会の
勧告においても、回復者の再就業のための強力な措置、後保護施設等の施設の整備が述べられている。
これは、従来立ち遅れていたわが国結核対策の一面をついたものであるが、昭和二八年度から国が着手
した結核回復者後保護施設いわゆるアフター・ケア施設の整備は、その後徐々に促進されている。アフ
ター・ケア施設としては、同三一年度末において、公立の施設と民間の施設をあわせて、一八施設(うち
七施設は生活保護法による保護施設)、約一、二〇〇床が確保されている。しかしながら、その整備は、
まだまだ不充分であるし、結核患者の社会復帰に関する対策は、全般的に今後にまつべきところが多
い。
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第二章  医療保障とその関連施策
第三節  結核問題

三  今後の問題

これまで見たところによって明らかになった結核対策の問題点は、事あたらしくいい立てるまでもな
く、数年来、いいつくされているところである。そして、ここ数年来の結核対策の進展にもかかわら
ず、予防面あるいは医療面におけるこれらの問題が充分には解決されていないことを、認めないわけに
は行かない。近時、結核死亡率の著しい減少を見て、もはや結核対策の重要性は減少したと見る一部の
論者がないでもない。しかし、さきに示したとおり、結核に関するわが国の現状は、諸外国にくらべて
未だかなり劣悪であること、しかもわが国よりははるかに良好な状態にある先進諸国においてさえ、結
核に対する施策がたゆみなく行われていることを思うとき、結核を軽視し、これに対する対策の充実を
怠ることは許されないものというべきであろう。

しかも、国の政策としての国民皆保険という目標を達成しなければならないわれわわれとしては、この
際、国民の生活と健康に大きな影響を与えている結核問題と慎重に取り組む必要を、一層に痛感するも
のである。昭和三一年の「医療保障制度に関する勧告」は、「わが国の医療保障制度が真に確立される
かどうかは、一にかかって結核対策の効果いかんにある。」と述べているのであって、さきに挙げた結
核対策強化の要望が近来とみに高まったのも、まさに国民皆保険の気運が濃厚になったことと相応する
ものにほかならない。これらの勧告等の主張をこまかに引用するまでもなく、われわれは、将来におけ
る国民医療費負担の軽減のためにも、結核患者の大巾な減少をきたすように、全国民に対する健康診断
等を基盤とする患者の早期発見、早期治療および濃厚感染源患者の隔離治療を強力に推進しなければな
らないのである。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

一  医療機関

医療機関のうち重要なものは病院と診療所であるが、その設置運営は、医療法(昭和二三年制定)によって
規制されている。すなわち、医療法上、病院とは、患者二〇人以上の収容施設を有するもので、科学的
で適正な医療を行いうるような組織運営が要求されており、一方、診療所とは、病床がまったくない施
設または一九床以下の病床を有する施設のことであって、診療所における患者の収容は診療上やむを得
ない場合に限られている。 
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

一  医療機関
(一)  病院

病院の数

病院数は、昭和三一年末において総数五、四一八で前年末より二九九の増加を見ているが、うち、精神
病院三二二、結核療養所七一三、らい療養所一四、伝染病院七三、一般病院四、二九六となっている。
最近五年間の推移を見ると、第四一表のとおり、昭和二七年以降年間約三〇〇ないし三五〇の増加を示
し、昭和三一年末には二七年の約一・三倍となっている。

第41表 病院数の推移

病院数を経営主体別に見ると、個人立は一、七二一(三一・八%)で最も多く、地方公共団体立の一、〇五
一(一九・四%)がこれに次いでいるが、対前年比を見ると、医療法人立の増加が目立っていて、一七%の
増を示している。昭和三一年末の医療法人立病院数を、昭和二六年末と比較すると、実に三・六倍と
なっており、昭和二五年に採用された医療法人制度が、やはり大いに活用されている現状を示してい
る。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

一  医療機関
(一)  病院

病床数  

昭和三一年末における病床数は、総数約五六万床、うち結核病床は約二五万、一般病床は約二二万、精
神病床は約五万五、〇〇〇で、人口一〇万対の比率は、総数六二六、結核二八〇、一般二四〇、精神六
一となっている。最近五年間の病床数の推移は、第四二表のとおりであって、結核病床および精神病床
の増加が目立っている。諸外国における人口一〇万当りの病床数を見るに、昭和二八年当時においてす
でに多くの国が一、〇〇〇を超えており、中には、一、七〇〇(アイルランド)、一、五四〇(フランス)と
いう高い水準にある国も存するのであって、これらにくらべれば、まだわが国のそれは低い現状であ
る。また、人口一〇万当り病床数を病床の種類別に見た場合、わが国は、結核病床は相当高いが、一般
病床はなお低く、精神病床がきわめて低いことに注目すべきである。精神病床の不足については、あら
ためて精神衛生のところで述べるとおりであるが、いま、精神病院の人口一〇万当り病床数を諸外国に
比較してみると、日本の昭和三〇年の数字は、それより二年前の各国の四分の一以下であり、アイルラ
ンド、ニユージーランド、アメリカ、カナダに至っては、実にわが国の一〇倍を超えているという実状
である。

第42表 病床数の推移

病床数を経営主体別に見ると、第四三表のとおりであるが、ここで注意すべきことは、病院数において
は七・九%を占めている国立の病院が、病床数では二三・八%を占め、地方公共団体立を合せた官公立病
院の病床数は約二六万二、〇〇〇床、総数の四六・九%に達することである。

第43表 経営主体別病床数
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つぎに、病床数で表わされた病院の規模についてみるに、一病院当り平均病床数は、昭和三一年末で一
〇三・二、前年にくらべてやや増加しており、昭和二七年末は八六・五であつたことから見れば、病院
規模が次第に大きくなっていることがわかる。この病院規模の増大は、特に官公立病院において著し
く、ここにもこれらの病院の占める役割の大きくなったことがうかがわれる。

また、結核療養所、精神病院等を除いた一般病院に関する現状を見れば、第四四表のとおりである。昭
和三一年末の数を前年にくらべると、小規模の病院は減少し、大規模の病院は増加しつつあるという数
年来の傾向と同じ傾向が現われており、特に、一〇〇床以上の病院数は約一二%の伸びを示している。

第44表 病床数別一般病院数の推移
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

一  医療機関
(一)  病院

病院の利用率

昭和三一年における病院の病床利用率、すなわち全病床数一〇〇に対する年間の一日平均患者数は、八
一・〇であって、前年にくらべてやや低下している。病床種類別による病床利用率の推移は、第四五
表の示すとおりであって、結核病床の利用率の低下と精神病床の利用率の高いことが明らかである。結
核病床と精神病床の利用率の問題については、それぞれ別に述べられているところであるが、ここで
は、前年に比し若干低下したものの、精神病床の利用率が依然一〇〇%を超えていることを指摘してお
きたい。

第45表 病床利用率の推移
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

一  医療機関
(一)  病院

国立病院と国立療養所

さきに見たように、国の運営する病院の病床数は、総病床数のうえでかなりの比率を占めているが、国
立の病院のうち、広く全国民を対象とする代表的なものとして、厚生省の所管する国立病院および国立
療養所について触れておこう。

国立病院は、昭和三一年度末で、七六カ所にあり、約二万四、三〇〇床の病床を有し、標準的な病院医
療に関する資料の提供とその実施、成人病や特殊小児疾患に対する総合的専門診療の実施、医師その他
の医療関係者の養成と再教育等を行う医療機関として、わが国医療機関の体系の中で重要な位置を占め
ている。なお、国立病院の収支は特別会計となっており、その予算は、年間約八一億円に及んでいる。

国立療養所は、昭和三一年度末で、一九六カ所にあり、病床数八万二七〇を数えている。このうち、一
八一カ所、六万五、五〇〇床は結核療養所であって、全結核病床の約四分の一に当る病床を有してい
る。その他の療養所としては、らい療養所(二カ所)、精神療養所(三カ所)、脊髄療養所(一カ所)があり、
それぞれ特殊の疾病の治療に大切な役割を果している。国立療養所の予算は、年間約一三〇億円となっ
ている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

一  医療機関
(二)  診療所

診療所には、一般診療所と歯科診療所とがある。

一般診療所は、昭和三一年末において約五万二、八四六あり、うち三万四、五五八が無床診療所、一万
八、二八八が有床診療所、その病床数は約一二万一、〇〇〇床となっている。最近四年間の推移を見る
と、第四六表のとおりであって、昭和三〇年末から同三一年末にかけては、無床診療所、有床診療所を
合せ、一、五〇〇増加しており、人口一〇万対の比率は、やや上昇している。

第46表 一般診療所数および一般診療所の病床数の推移

経営主体別に一般診療所数を見ると、その大半が個人立すなわちいわゆる開業医であって、全体の八五.
五%を占めている。もっとも、この比率は、昭和二七年末以来、少しずつ低下してきている。

歯科診療所は、昭和三一年末で二万五、四二九(うち、無床診療所二万五、三九〇、有床診療所三九)と
なっており、前年にくらべて約六五〇の増加を示している。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

一  医療機関
(三)  医療機関の分布

医療機関の分布

以上が医療機関の現状に関する全国的な観察の結果であるが、その分布はどうなっているであろうか。

昭和三一年末現在で、人口万当り病床数(全病院)を都道府県別に見ると、最低(大分県の四〇・〇)は最高
(岡山県の八九・〇)の半分に満たない。また、病院数を市部、郡部別に見た場合、その七割が市部に、三
割が郡部に設けられている。人口万当り診療所数を都道府県別に見ると、最高は東京都の九・二で最低
(北海道の三.四)の三倍に近く、病床数と同様、都道府県の間に大きな不均衡がある。

このような医療機関の偏在は、医療保障の確立という見地から、すみやかに是正されるべきものといわ
なければならならないが、特に医療を受ける機会の不均等という意味で、以上述べた偏在の最も極端な
形として、われわれは、無医地区・無歯科医地区の存在に着目しないわけには行かない。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

一  医療機関
(三)  医療機関の分布

無医地区問題

無医地区対策の推進は、すでに昭和二五年の「社会保障制度に関する勧告」においてもとり上げられて
いるが、昭和三一年八月、厚生省の医療保障委員の発表した中間報告は、国の予算の重点的な配分方式
による無医地区の着実な解消を要望するとともに、無医地区対策上の問題の一つである運営面の行きづ
まりを打開するため、無医地区における医療機関の運営費の赤字について大巾な国庫補助を行うべきで
あると述べている。無医地区対策については、従来、政府においてもこれを重要視し、昭和三一年度を
初年度とする年次計画を立て、へき地診療所を、昭和三一年度に三二カ所、同三二年度に二六カ所、整
備するため、所要の予算を計上している。すなわち、へき地診療所は、その地域的特殊性により、経営
が困難であり、かつ、医師等の医療従事者が得がたい実状にあるので、単独の診療所としてでなく、基
幹病院たる公的医療機関の出張診療所として設置することとし、また、三二年度においては、前掲の中
間報告の趣旨にそって、新たに運営費の赤字補助のための経費を計上した。

このように、へき地医療対策は一歩前進した感があるが、いまなお、無医村・無医地区は、少からず存
している。 第四七表の示すとおり、昭和三一年五月一日現在、無医町村数は一六五、無医地区数は七二
八、無歯科医村数は九九四、無歯科医地区は八七八を数えており、全国町村数に対する無医町村の数の
比率は、四%、同じく無歯科医町村の数の比率は、二四%にのぼっている。ここ数年来、無医町村・無歯
科医町村は減少の傾向にあるが、中には町村合併促進による行政区画の変更という名目的な減少もあ
り、今後、無医地区対策は、より一層強化されなければなるまい。

第47表 無医(無歯科医)町村および無医(無歯科医)地区の年次推移
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

一  医療機関
(三)  医療機関の分布

医療機関の体系的整備

無医地区対策の問題を含めて、医療機関の適正配置については、昭和三一年の「医療保障制度に関する
勧告」の中でも、特に強調されているところである。さきに述べたとおり、わが国は、病床数におい
て、まだ先進諸国の線に達していないが、戦後における病院とその病床数の増大は著しく、現に、毎年
約二五〇億程度の資金が医療機関の整備に費されているにもかかわらず、なお、前述のように病床の分
布、特に一般病床の分布が地方により大きな不均衡がある現状であって、総合的整備計画に基き資金の
効果的使用を図るべきことは、つとに指摘されているとおりである。

厚生省としては、医療機関整備費として、毎年一〇億内外の経費を一般会計予算に計上し、国立病院の
整備を行うとともに、医療機関整備事情の劣悪な地方に重点を置いて、公的医療機関整備(へき地診療所
整備を含む。)に対する補助を行っているが、昭和三二年二月現在、病床の著しく不足している地区が全
国に約五〇〇あまりあることが明らかにされているので、医療機関の体系的整備計画の一環として、今
後は、特にこれらの地区における病院の新設または増床に力を注ぐことが、肝要であるものと考えられ
る。

また、少くとも公的資金により設置される病院については、強力に、その地理的配置、規模、設備、機
能等についての規制を行うべきであるという意見(「医療保障制度に関する勧告」等)が強いので、総合的
整備計画の観点から、現在、この問題について検討が行われている。

なお、私的医療機関は、その大部分が個人の開設する診療所であるが、これについても、診療機能の向
上をはかり、国民医療を担当する上に診療所としての使命を果しうるものとするよう、育成することが
必要である。このためには、長期かつ低利に資金を融通する金融機関の設置等の措置が強く要望されて
いる。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

一  医療機関
(三)  医療機関の分布

薬局

薬局数は、昭和三一年末現在、一万九、五六三であり、これまでと同様、前年に比し約八〇〇増加して
いる。( 第四八表参照)

第48表 薬局数の推移

これを人口比にしてみると、一薬局当り四、五六三人、面積比にしてみると、一薬局当り一八・八平方
キロメートルとなっているが、昭和三一年八月の調査によれば、無薬局町村は全国に約二、一〇〇ある
実状であって、医薬分業がすでに実施されている現在、無薬局町村の問題は、前述の医療機関整備と並
行して解決されなければならない。(第四九表参照)

第49表 無薬局町村
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

二  医療関係者
(一)  医療関係者の概況

医療関係者としては、直接診療に当る医師・歯科医師と調剤を担当する薬剤師のほか、医師・歯科医師
の診療の補助者としての看護婦、歯科衛生士および診療エックス線技師があり、また、保健婦、助産
婦、歯科技工士(歯科医師の指示により義歯、充填物等を作成する人)および栄養士も、それぞれ国民医療
に固有の役割をになっている。なお、特殊な医療関係者として、あんま師、はり師、きゆう師および柔
道整復師がある。これら医療関係者のうち主なものの数は、第五〇表のとおりの推移を見せているが、
以下医療関係者の現状あるいは問題点について述べることとしよう。

第50表 医療関係者数の推移
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

二  医療関係者
(一)  医療関係者の概況

医師

昭和三一年末現在、医師数は九万六、一三九で、前年に比し約一、五〇〇の増加を見ている。医師数を
人口一〇万対で見ると、一〇六・五となっており、この比率は前年に比し少し上昇している。人口一〇
万対医師数を諸外国と比較すると、第五一表のとおりで、まず、数においては、欧米諸国なみであるこ
とがわかる。さらに、わが国の医師一人当り人口がおおむね適当な大きさであることや現在のわが国の
各医科大学における養成状況等から見て、現在の医師数が、将来において需給のバランスを失うであろ
うことは、最近問題にされてきたところであり、「医療保障制度に関する勧告」の述べるとおり、医師
の養成については、医療関係者の養成計画に基きその需給のバランスの確保に努める必要があるものと
いわなければならない。

第51表 各国の医療関係者数

ただ注意すべきことは、医療機関と同様、医師の分布状況もまた、地方により異ることである。人口一
〇万当りの医師数を都道府県別に見ると、最高位にある東京(一七四人)、京都(一七〇人)、大阪(一四二
人)等に比し、最低位にある秋田(六五人)、宮崎(六九人)等は、その半分に満たない状況であって、医師が
都市に集中する傾向は、変っていない。

一方、業務の種類別に見た場合、医療施設の従事者すなわち診療に従事する医師は約九二%となってい
るが、そのうち医療施設の開設者の占める比率は五一・五%で、前年よりやや小さくなっている。これ
は医師の勤務形態において、開業医の増加に比し、勤務医師の増加が漸次大きくなりつつあるという傾
向が続いていることを示すものであろう。(第五二表参照)
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第52表 業務の種類別医師数の推移

なお、医師数全体においては充分な状態であるのに、保健所の医師の極端な不足を見てもわかるとお
り、公衆衛生行政に従事する医師が少いという事実をつけ加えておきたい。この問題については、後
に、保健所の項で触れるとおり、修学資金貸付制度の創設が行われたが、今後、さらに検討する必要が
あろう。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

二  医療関係者
(一)  医療関係者の概況

歯科医師

歯科医師は、昭和三一年末現在、三万一、六四二人で、人口一〇万に対する比率は三五・〇となってお
り、この比率は前年にくらべてほとんど動いていない。諸外国と比較してみれば、第五一表のとおりで
ある。

歯科医師については、近年需要の増大に供給面が追いつけない状態にあるが、その各都道府県別分布状
況のアンバランスは、医師以上にはなはだしい。すなわち最高の東京(七二・三)にくらべて、最低の岩手
(一八.六)は、ほぼその四分の一でしかない。

業務種類別に歯科医師数を見ると、第五三表のとおりであり、従前同様、医療施設の開設者の比率が高
い。なお、保健所等において公衆衛生業務に従事するものはきわめて少数であり、年々減少の傾向をさ
え示していることは、遺憾なことである。

第53表 業務の種類別歯科医師数の推移
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

二  医療関係者
(一)  医療関係者の概況

薬剤師

薬剤師数は、昭和三一年末現在五万二、七七九人、人口一〇万対の比率で見ると、五八・四で、諸外国
に比較すると、 第五一表のとおりで、最も多い国に属する。また、その業務種類別の数は、第五四表の
とおりである。

第54表 業務の種類別薬剤師数の推移
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

二  医療関係者
(一)  医療関係者の概況

保健婦・助産婦・看護婦等

昭和三一年末における保健婦、助産婦および看護婦(看護人、准看護婦を含む。)の免許所有者は、それぞ
れ四万三、〇七三人、一二万三、九四九人、三二万二、〇七八人であるが、このうち就業者すなわち実
際に業務に従事している者の数は、保健婦が一万二、一五六人、助産婦が五万三、七四三人、看護婦が
一三万六、九六五人で、免許所有者数の約二分の一ないし三分の一にすぎない。

これらの者のうち看護婦については、数年後にはほぼ需要を満しうる状態に達したが、助産婦について
は、病院内分娩の増加に伴い、病院勤務者が不足してきている。また、保健婦は、母子衛生、結核予防
等に関し、国民保健の向上を図る上で次第に重要な意義を持ちつつあり、その需要は大きくなっている
が、就業者数は前年とほとんど変っていない状況であって、その著しい不足が痛感される。

診療エックス線技師の数は、昭和三一年末で、約六、〇〇〇人であるが、なお不足であり、特に保健所
等においてそれが著しい。

昭和三一年末現在、あんま師、はり師およびきゆう師の数ば、六万六、二四八、柔道整復師の数は五、
五六七となっている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

二  医療関係者
(二)  専門医制度

専門医制度とは、医学の専門分野に特に深い技能を有する医師・歯科医師をおおやけに認定し、これを
表示する制度である。この制度は、国民の健康管理、疾病の早期発見と早期治療、専門医へのあっせん
等を行う医師、すなわちいわゆる家庭医を想定し、これと有機的なつながりをもちつつ専門的治療を行
う医師・歯科医師を制度化しようとするものであり、欧米先進諸国においては、すでに約三〇年前に確
立されているものである。

現在のわが国においては、医師の掲げる診療科名(内科、外科等)は、必ずしも医師の専門技能を示すもの
ではなく、さらに、学位制度は、臨床上の専門技能と関係がないにもかかわらず、その掲げる診療科に
関する医師の技能を権威づけるかのように誤解されている。専門医制度は、この弊を改めて、一般国氏
が医療を受けるに当っての安全と便宜を図るとともに、医師がその専門の技能に習熟することを目的と
するものであって、「医療保障制度に関する勧告」においても、臨床医術の進歩の促進、医師の技術の
正当な評価という見地から、専門医制度のすみやかな樹立が望まれているところである。

昭和三二年度予算においては、専門医制度の調査に要する経費が計上されたが、この制度の創設は現在
の制度の根本的な改革を意味するので、各方面から大きな関心が寄せられている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

二  医療関係者
(三)  医薬分業

医薬分業の意義

医薬分業は、患者の診察・治療は医師に、調剤は薬剤師にと、医療をそれぞれの専門家に分担して行わ
せることによって、医療の適正化、合理化を図り、国民医療の向上に寄与しようとする医療制度の基本
的な原則の一つである。これは、近代科学の進歩に伴い、医師、歯科医師および薬剤師という身分制度
が確立するにつれ、必然的に確立された原則であって、欧米先進国においては、ほとんどすべての国に
おいて分業が行われているといってよいが、わが国においては、医師に対する報酬においてその技術料
が薬価に含まれていたという事情もあって、分業をめぐる医師・歯科医師と薬剤師との利害関係が対立
し、長い間、分業問題が解決されないままであった。ところが、戦後来朝したアメリカ薬剤師協会の使
節団が分業の早期実現につき勧告したのをきっかけとして、分業実施の気運が起り、相当期間における
準備段階および若干の迂余曲折を経た後、結局、昭和三一年四月一日から医薬分業は実施されることと
なった。

なお、医薬分業の実施の前提としての新医療費体系(物の代価と技術の報酬とを分けて評価する診療報酬
の組立方)に基く健康保険等の点数表改正案については、第二節の診療報酬問題のところで述べたとお
り、分業実施までに、中央社会保険医療協議会の答申を得ることができず、現在、なお同協議会で審議
が行われている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

二  医療関係者
(三)  医薬分業

分業制度実施後の状況

医薬分業制度は、発足以来すでに一年あまりを経過したのであるが、その後の実施状況はどうであろう
か。すなわち、分業制度の実施の影響が、処方せんの発行ならびに受理の状況の上にどのように反映し
てきているであろうか。

その実態を処方せんを受け入れる側の薬局について調査した結果が第五五表である。これによって見る
と制度実施直前月平均六、七八七枚にすぎなかった処方せんの取扱枚数が、実施直後には一躍倍増して
一万三、四九三枚となり、その後も、調査対象薬局数の増加を考慮しても、処方せんの取扱枚数は増加
の一途をたどりつつあることが認められる。一方、分業実施前には、調査対象となった薬局のうち処方
せんを取り扱ったのは一五%(月平均)であったが、実施後においては、これが二五%を上回るに至ったこ
とが示されている。

第55表 分業実施に伴う処方せん数の比較

また、一薬局一カ月当りの処方せんの取扱数も、実施前の三・一枚から実施後は三・三～四・三枚とふ
えているが、これは処方せんを実際に取り扱った薬局だけについてみた場合で、これを調査対象薬局総
数に割り当ててみると、実施後においてさえ、わずかに一薬局当り一枚程度にすぎない。

つぎに、分業実施後一三カ月間における処方せんの取扱数を地域別にながめてみたい。

まず、これを市部と郡部とに分けてみると、市部が処方せん取扱総数の八七%を占め、郡部は残りの一
三%にすぎない。市部に薬局の八〇%が集中しているという現状を考慮しても、なおかつ市部の実施状況
が郡部よりも良好であることがうかがえるのである。この事実を一層明らかにしてくれるのは、分業実
施後の処方せんの市部郡部別の増加状況である。すなわちこれによると、市部が終始順調な上昇ぶりを
みせているのに対し、郡部はおおむね横ばいとなっている。一市部における実績の高さは、処方せんの
取扱数を都道府県別にみた場合、東京の八、一八〇枚を筆頭に神奈川、兵庫等の大都市を有する都府県
が上位にあるという事実にも現れている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

二  医療関係者
(三)  医薬分業

分業制度の今後

以上見てきたところからも理解できるように、医薬分業は制度実施後、所期の目的に向って進展をとげ
つつあるとはいえるものの、医療制度全体の中で占める割合は微々たるものにすぎず、現在のテンボを
もってしても、なお分業制度の一般化にはほど遠いものがあり、かかる見地からすれば普及の進展ぶり
は決して好調とはいえないかもしれない。

現在の分業はもともと、調剤する人の選択を患者にまかせる建前になっており、しかも一定の場合に
は、医師の調剤を全面的に認める制度である上に、医薬制度については永年の慣習もあるし、また、制
度に相応した診療報酬体系の確立を見ていないことを考えれば、現在、医薬分業の完全実施を期待する
ことはむずかしいことであるかもしれない。しかし、永年にわたる迂余曲折を経て発足した本制度の進
展は、むしろ今後にまつべきであろうと考えられるのであって、今後より一層制度の趣旨の普及徹底す
ることが望まれる次第である。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

三  医薬品
(一)  生産と輸出入

生産

最近におけるわが国の医薬品生産活動は、過去二カ年余にわたる国内経済の好況持続に支えられてきわ
めて活撥な様相を呈してきた。

昭和三一年に生産された医薬品のうち、製造に当って特に許可を受けたもの、すなわち公定書外医薬品
製造許可品目の数は、約九、〇〇〇である。その品目中の新しい医薬品と目されるものを見ると、がん
等の悪性腫瘍の治療剤、精神神経安定剤の進出傾向がうかがわれるが、これらに関する研究の促進は、
今後の課題というべきであろう。

医薬品の生産活動を、昭和二三年を基準とした総合生産指数についてみると第五六表のとおりで、昭和
三〇年は六倍半、昭和三一年はほとんど八倍に達し、生産上昇の傾向は著しいものがある。ここ五、六
年の製造所数の推移が横ばいであること等から考えて、この生産の上昇は、生産性の向上によるものと
思われる。また、医薬品の最終製品を生産金額についてみると、第五七表にみられるとおり、昭和三一
年における生産金額は、一、〇三七億円と前年に比し約一六二億円上回ったが、この増加の要因として
は、副腎皮質ホルモンや、クロルプロマジンその他の神経系薬剤、綜合ビタミン剤、皮膚薬等の増産が
挙げられる。

第56表 主要産業と医薬品産業の生産指数の推移

第57表 医薬品生産額
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なお、三一年の生産事情における特徴として、抗結核剤のパスは極度の減産をきたし、これを補う形で
イソニコチン酸製剤が増産されたこと、従来のクロルテトラサイクリンはテトラサイクリンに切り換え
られたこと、また、ペニシリンが激減してこれに対応しての高級サルファ剤が著しく増加したことなど
がみられる。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

三  医薬品
(一)  生産と輸出入

輸出入

一方、輸出についてみると、昭和三〇年は、三二・四億円、生産額に対する比率三・九%で、その前年
までに比し、下向きになったが、三一年は四二・六億円、四・一%と再び上昇に転じた。なお、昭和三
一年における医薬品、医療機械および衛生材料をふくめた全輸出金額は、一、三三四万一、〇〇〇ド
ル、四八億二七〇万円で、その地域別、品目別状況は第五八表のとおりであって、前年不振であった中
共向けの輸出が大巾に増加し、アメリカ分をしのいで首位に立ったのをはじめ、台湾、沖縄、ブラジル
等の地域への輸出の増加が目立っている。

第58表 医薬品の輸出金額
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また、輸入は、まだ生産化できない一部の原材料、国際的な新製品等に限定されており、その総額は戦
後増加の一途をたどっていたが、ここ二、三年は漸次減少の傾向にある。昭和三一年の輸入総額は、約
三四億円であり、地域としてはアメリカ分が、品目としてはホルモン剤が大きな割合を占めているが、
全体としてみれば、製品輸入は原料輸入にほとんど置きかえられたといって過言ではない。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

三  医薬品
(一)  生産と輸出入

医薬品販売業

なお、医薬品の販売業は、無医村・無薬局町村の解消されていない現在、国民の健康の保持に一つの役
割を果しているといえるが、昭和三一年末現在、その業者の数は、薬局兼業の分を除き、約一〇万に及
んでいる。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

三  医薬品
(二)  医薬品等の取締

医薬品等の取締

医薬品をはじめ、医療用器具器械、化粧品等は全国に流通するもので、その品質の良否、広告または表
示の如何は、国民の保健衛生に直接影響を及ぼすものである。すなわち、医療用器具器械は、疾病の診
断、治療に用いられ、医療ときり離せない関係にあるし、昨今、市場に著しく進出を見せている各種化
粧品等が、その効果を高めようとするあまり、一部に皮膚傷害等を起す例も出てきていることは周知の
とおりである。

これら医薬品等については、薬事法により所要の規制が行われているのであるが、品質の不良、不正表
示または誇大広告等による違反件数をみると、昭和三一年中において明らかにされた数字は、不良品
四、一四五件、不正表示品三、一七六件、広告五〇一件、無許可無登録品六五五件、偽造品二八件、無
登録業者一五、七四四件、計二万四、二四九件に及んでいる。

現在、この取締のため、全国に約一、九〇〇名の薬事監視員が置かれ、国家検定、国家検査命令等不良
品等の発見とこれに対する措置のために活動しているほか、さらに製造工場および販売業者等の立入検
査においては、医薬品等の安全性を確保するため積極的な取締と指導が実施されている。

医薬品等の取締は、今後、不艮品等の発生を未然に防止する方向に進むべきであるが、現在でも、なお
薬事監視に関する体制は弱体であるので、その根本的な強化が必要であると思われる。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

三  医薬品
(二)  医薬品等の取締

毒物および劇物

毒物・劇物については、その取締行政の歴史も新しく、その取扱の規制をさらに徹底する必要があるの
で、毒劇物監視員により指導取締に努めているが、特に全国農家に広く使用されている。パラチオン等
有機燐製剤は、その使用量と使用面積が非常に大きい反面、これによる危害の発生が少くない。すなわ
ち、第五九表に示すとおり、年々相当数、これによる事故が発生しているが、これは使用管理の不徹底
に基くものであるので、昭和三〇年以来毒性の激しいものを特定毒物に指定してその規制を厳にしてお
り、さらに、三二年度には、毒劇物使用管理の指導の徹底等今後の事故対策の強化が図られている。一
方、使用者側についても、慎重な取扱が望まれている。

第59表 パラチオン等有機燐製剤による中毒事故件数
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第四節  医療制度

三  医薬品
(三)  麻薬・覚せい剤・その他の問題

麻薬

麻薬は医療上必要不可欠のものであるが、その反面使用を誤ると国民の保健衛生上に及ぼす弊害ははな
はだしいものであるから、麻薬取締法、大麻取締法、あへん法等の諸法律によって、その使用を医療お
よび学術研究の用途に限定するとともに、麻薬の輸出入、製造、譲渡、所持等を規制している。また、
その必要量は国において確保することとし、その適正な使用が図られている。

昭和三一年における麻薬事犯の取締状況は、第六〇表のとおりとなっており、このような麻薬事犯の源
である中毒者は判明しているものだけで昭和三一年末現在約九、六〇〇人、実際には少くとも約四万人
の中毒者が潜在しているものと推計される。しかも、これら中毒者に供給される麻薬の大部分は、計画
的な組織をもつ第三国人を中心とした密輸団により、外国から密輸されているのが実状である。そのほ
か、最近、暴力団等に対する取締が強化されるに伴い、これらのものが麻薬の密売に転向する傾向の強
くなっていることは、注意を要する。今後これらの事情に対処するため国内における麻薬の不正取引は
もちろん、国外からの密輸に対しても徹底した取締の行われることが望まれている。

第60表 麻薬違反件数・人員
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三  医薬品
(三)  麻薬・覚せい剤・その他の問題

覚せい剤

昭和二六年の覚せい剤取締法の制定、同三〇年の閣議決定による覚せい剤問題対策推進中央本部の設置
等、中央、地方の関係各機関および各団体の協力体制の整備による覚せい剤問題対策の強化により、全
国に広がった覚せい剤禍も、ようやく解決のきざしを望みうるようになった。

すなわち、これを取締の面から見ると、第六一表のとおり、昭和三一年の検挙件数および人員は、二九
年の約一〇分の一に減少したし、精神病院における収容中毒者も減少している。しかしながら、最近、
覚せい剤事犯は一層潜行的傾向を濃化し、悪質しかも巧妙となりつつある点も見逃し得ないところであ
る。昨年一一月厚生省において行った調査によれば、現在使用者は調査総数の〇・四%、使用経験者
七・三%となっており、従前よりかなり低率であるが、依然として覚せい剤禍再燃の基盤が温存されて
いる段階にあることは、注意を要する事実といわなければならない。

第61表 覚せい剤違反件数・人員の推移
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三  医薬品
(三)  麻薬・覚せい剤・その他の問題

保存血液と血液銀行

保存血液とは、人体から採取した血液をガラス瓶の中に収めて、一定期間保存できるようにしたもので
ある。これは、便利な点が少くないので、外科手術の進歩等による血液需要量の増大に伴い、近年その
生産は急速に増加しており、輸血の際の血液の供給のうち、保存血液によるものは、供血あっせん業者
のあっせんによるものにくらべて、圧倒的に多い。

この保存血液を製造する施設が、通常「血液銀行」といわれているものである。これは、昭和三一年末
で、二六あるが、供血者から血液を購入して保存血液の製造を行っているものが、その大部分を占めて
いる。

ところで、血液提供の実状を見ると、現在、供血希望者の半分近い人数が採血されておらず、採血され
なかった者の大部分は、頻回採血のため血液が比重不足になっていることによるものである。これは、
供血希望者が日雇労務者等特定階層の一部にとどまっており、しかも、供血希望者群がなかば固定して
いることを示すものであろう。したがって、このまま推移すれば、供血者の保護に欠けることはいうま
でもなく、所要量の血液の確保も期待できないおそれがある状況である。そこで、昭和三二年から、血
液銀行においては、広く一般国民からの血液の提供を仰ぐために、血液の預血と払戻しを業務とする形
にきり換えるよう、種々努力が試みられている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第四節  医療制度

四  今後の課題

以上、この節において、われわれは、医療提供の場である医療機関、医療関係業務を担当する医療担当
者、医療に重要な役割を果す医薬品等に関し、その現状あるいは問題点を眺めてきたが、ここで、医療
保障の確立という見地から、あらためて問題となるべき点を拾い上げてみたい。

医療機関、医療担当者および医薬品の問題が、医療保障に密接な関連を有するというよりむしろ、とき
には医療保障の基礎的条件を左右するといってよいことは、重ねて説くに及ばないであろう。「医療保
障制度に関する勧告」においても、このことは述べられており、厚生省の医療保障委員も、昭和三二年
一月の第二次報告において「全国民に対し合理的・能率的な医療サービスを供給するために解決を要す
る一群の問題」を指摘し、その中でこれらの問題を挙げている。特に、医療の機会の不均等を是正する
意味において、無医地区対策を含めた医療機関の偏在の是正は、国民皆保険の推進と並んで、当面、急
を要する問題といわなければならない。また、その絶対数においては一応の水準に達している医療担当
者が、その分布状況においては地域的に非常なアンバランスがあり市部に偏在することは注目すべきと
ころであって、医療機関の偏在と同様、あまねく全国民に医療を保障しようとするに当って、見過すこ
とのできない問題である。

また、国民医療および国民経済上の見地から、医療機関の体系的整備、医療機関整備資金の効率的使用
が肝要であることは、前に述べたとおりであるが、医療機関の体系上の本質的な問題として、病院と診
療所との関係が、考えられなければなるまい。医療機関のところで述べたとおり、現行医療法では病院
と診療所との間には本質的な相違があるという考えを前提としており、そこにおのずから機能的分化の
行われることが期待されているのであるが、現在、診療所が多くの病床を有し、病院との競合関係にあ
る(現在、全一般診療所の有する病床数は、全病院の病床数の約四分の一に当る。)ことは、周知の事実で
あって、このような現実を前にしながら、今後、病院と診療所との関係をどのようにして行くかが検討
されなければならない。病院と診療所との関係については、診療スタッフと設備による区別をさらに明
確にするかどうかという問題があり、さきに述べた専門医制度の確立とも関連して考慮を要する医療制
度上の重要課題というべきであろう。いずれにせよ、国民医療が最も適正に、効率的に行われるよう、
本来望ましい機能的分化が行われないために生じている不合理な現象は、是正されなければならないの
である。

なお、国民医療費という観点から指摘される薬価の問題について、一言したい。現在、医療保険の費用
の中に薬価が相当の比率を占めることは、診療報酬体系そのものにもよると考えられるが、同時に、医
学、薬学の進歩に伴い、いわゆる高価薬の使用頻度が高まったことにもよるであろう。また、医薬品の
価格について、その推移を見ると、昭和二八年以降、ストレプトマイシン、パス、クロラムフエニコー
ル等の重要医薬品の価格は、半分ないしそれ以下に低落しており、一方、社会保険診療に使用する医薬
品の価格を表示する薬価基準の指数も、逐年低下の傾向を示している。しかしながら、国民医療に重要
な地位を占めている医薬品の価格の低廉化が望ましいことはいうまでもなく、このため医薬品産業の合
理化促進のための各種補助金の交付、輸出振興による市場拡大をもって大量生産化を容易ならしめるこ
となど、諸般の施策が講ぜられているが、今後さらに適時適切な方策を進めていく必要があるものとい
わなければならない。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

一  保健所
保健所の設置とその業務

保健所は、多方面にわたる公衆衛生施策のあらゆる分野において、指導業務および取締業務を行ってい
る。この意味で保健所は、公衆衛生のいわば第一線的行政機関であるといえるが、現在、おおむね人口
一〇万を基準として、都道府県または政令で定める市により設置されており、その数は、昭和三二年三
月末現在、七八三(都道府県立八六、市立九七)となっている。

保健所の行ういろいろの業務、すなわち、エックス線検査、健康相談、保健婦の家庭訪問指導、伝染病
の予防接種、栄養指導、食品衛生に関する監視等につき、昭和二九年以降の実績を見れば、第六二表の
とおりである。この表ではっきり現われているのは、結核対策の強化特に健康診断の対象範囲の全国民
への拡大により、結核に関するエックス線検査の件数が増加しつつあることである。その他のものにつ
いては、特に注目すべき変化は見られない。もともと、保健所活動がより活撥になれば、大体におい
て、この取扱総件数はさらに増加するものと考えられるのであるが、保健所活動の源ともいうべき人
員・設備の状況は、どうであろうか。

第62表 保健所活動による取扱総件数・人員の年次別推移
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

一  保健所
人員と設備の状況

昭和三〇年から同三二年までの保健所の人員充足状況は、第六三表に示すとおりである。すなわち、昭
和三二年四月現在、保健所職員の実数は、この業務を処理しうる最小限度の定員の約三分の二にすぎ
ず、保健所職員の充足率は、年々低下しつつある。人員の不足は、特に医師についてはなはだしく、こ
こ数年、絶対数において全然増加していないというまことに遺憾な現状であるし、また、保健婦につい
てみても、その不足状態はまったく変りがない。さらに、この表には現われていないが、結核の健康診
断にはなくてはならないエックス線技術者の充足率は、三二年四月現在、五六.七%、ざっと半分が欠員
という現状である。

第63表 保健所の人員充足状況の年次別推移

結核対策に関する記述のところで述べたように、昭和三〇年八月から、結核の健康診断は全国民を対象
として実施されることとなったのであって、第六二表の示すとおり、保健所の取扱件数もこれに応じて
上昇の傾向にあるが、全国民の約七割が健康診断を受けていないという昭和三一年の実績を思えば、結
核対策の面だけをとり上げてみても、今後さらに、保健所の機能を充実する必要が痛感される次第であ
る。結核対策の一環としての保健所の強化は、すでに戦時中からも唱えられ、また実施に移された問題
であるが、特に戦後、結核問題に関する総合的施策があらためて要望されるに伴い、保健所の充実は強
く主張されるに至った。特に昭和三〇年の社会保障制度審議会の勧告においては、医師の充実、機動力
の強化等保健所の整備充実が力説されているほか、同三一年に発表された医療保障委員の中間報告にお
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いても、予防に重点をおく意味で、保健所の整備強化が述べられている。しかし、上述のとおり、保健
所における人員充足状況は、はなはだかんばしくないものであり、エックス線間接撮影装置、レントゲ
ン自動車等の設備内容も、充分に整備されているとはいえない。こういう人員・設備の現状は、根本的
には、所要経費に対する負担が、保健所を設置し、運営している地方公共団体の財政を圧迫することに
よるものであって、これは、ここ数年来くりかえしいわれていることである。ただこういう財政問題は
別として、保健所の充実、特に保健所活動の伸長をはばんでいる医師の不足の解消は緊急を要するの
で、政府としてもこれに関する対策については従来種々苦心してきたのであるが、第二六国会におい
て、昭和三二年四月、公衆衛生修学資金貸与法が可決されたことは、医師充足対策の一歩前進を意味す
るものといえよう。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

一  保健所
公衆衛生修学資金貸与法

公衆衛生修学資金貸与法によれば、将来保健所に医師または歯科医師として勤務しようとする者に対
し、その修学資金を貸与し、その貸与を受けた者が修学後一定期間保健所に勤務した場合には、修学資
金の返還が免除されることになっている。修学資金は、毎月、学生については四、五〇〇円、実地修練
(いわゆるインターン)を行っている者については六、〇〇〇円が貸与される。この制度は、三二年四月か
ら始まったが、すでに学生および実地修練中の者を合せて二五五人に対する貸与が決定されており、今
後、この制度の活用により保健所の医師・歯科医師が量的、質的に充実されることが期待される。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

二  疾病対策
(一)  精神衛生

精神障害者の実態

昭和二九年における厚生省の調査によれば、精神障害者は約一三〇万人、このうちすでに施設に収容さ
れて治療を受けている者はわずか二・五%にすぎず、在宅のまま、専門的治療を受けずに放置されてい
る者は九〇%以上を占め、さらにその三四%に当る約四三万人は入院治療を要するという実状が、明らか
にされている。ここにいう精神障害者とは、精神分裂病、そううつ病、てんかん等の精神病者、精神薄
弱者、中毒性精神障害者等を指すが、なんらかの精神障害を有しているこれらの人が、わが国の人口
一、〇〇〇人につき約一五人の割合で存するわけである。厚生省においては、その後、昭和三一年に、
精神病院の在院精神障害者および退院精神障害者約一万四、〇〇〇人を対象として、実態調査を行っ
た。この調査については、まだその集計が終っていないが、中間報告によれば、在院精神障害者のう
ち、最も多いのは精神分裂病であって、全体の七〇%を占めること、精神分裂病は三〇才未満に多いこ
と等が明らかにされている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

二  疾病対策
(一)  精神衛生

精神衛生対策

精神衛生対策は、昭和二五年に制定された精神衛生法に基き、精神障害者の医療・保護だけでなく、精
神障害に対する積極的な予防をも旨として、行われている。

精神衛生法による精神障害者の医療・保護としては、まずいわゆる措置入院の制度を挙げなければなら
ない。これは、入院させなければ自身を傷つけたり、他人に害を及ぼすおそれのある精神障害者につい
て、都道府県知事が強制的に国立、都道府県立病院等に入院させる制度であって、昭和三二年三月末現
在、この制度により入院している患者は、七、五五八人あり、前年度末より約一、〇〇〇人の増加を示
している。ただ、措置入院に要する費用は、都道府県と国が二分の一ずつ負担することとなっているの
で、この点で、この制度の運営が地方財政事情からする制約を受けていることは否めない。

また、精神病床は、年々、都道府県または非営利法人に対する補助による増床の促進と国立の施設にお
ける増床により、増加しており、昭和三二年三月末現在、精神病院数三三四、その病床数四五、七四
五、一般病院の精神病床数一一、四七五、精神病床総数五七、二二〇となっている。この病床数は、三
一年三月末に比して、約一万一、五〇〇床の増加を見た数であり、人口一〇万当りの精神病床数は、三
二年三月には六〇・三で、この一年間に約一二の伸びを示している。しかしながら、前述の実態調査が
示す四三万という要入院患者数とくらべてみれば、病床の不足はあまりにも明らかであって、精神病床
の需給事情は前年より若干の好転を見せたとはいえ、なお、昭和三二年三月末の病床利用率は一〇三・
四%に及んでいる。一方、要収容者の医療・保護を担当する医療関係従事者についてみると、昭和三一
年一二月末現在、精神科・神経科の専門医の数は、一、三三一人で全体の一・五%、三一年七月現在、
精神病関係の看護婦、准看護婦および看護人の数は四、三八三人で全体の三ないし四%と見込まれる
が、いずれも不充分であって、今後養成の必要がある。

なお、精神衛生に関する相談、指導を行い、精神衛生に関する知識の普及をはかる施設として、都道府
県または政令市に精神衛生相談所が置かれている。この相談所は、昭和三二年三月末現在、全国でわず
か四〇カ所しかなく、その活動状況は遺憾ながらかなり低調である。精神障害の治療が、健全な社会生
活を営む能力を患者に与えることを目的とする以上、ある程度必要な治療を行った後は、家庭に復帰さ
せ、社会生活に対する適応が可能となるように徐々に指導して行くのが効果的であり、この意味でも在
宅患者の指導は重要であって、相談所職員の充実その他在宅患者対策の推進が、望まれるところであ
る。

文明の進歩、社会生活の複雑化に伴い、精神障害者数が増大するというのは、世界共通の傾向であり、
わが国もその例にもれず、今後、精神衛生対策の重要性は、より大になるであろう。しかし、われわれ
は、精神障害においても、早期発見・早期治療が大切であることを、思い起しておく必要がある。昭和
三一年の患者調査によれば、精神病による入院患者のうち生活保護法によつて治療費を支払つている者
は、その三四・〇%を占めているが、これによつても、精神障害の治療が長期にわたり、家計に多くの
出費を強い、家族の生活を圧迫することが推測できるであろう。また、昭和三一年一月から同年三月ま
でにおいて生活保護法による医療扶助の費用(点数)の約九%(入院については約一二%)が、精神病のため
に支払われており、医療保障制度自体にとっても、精神病の医療費は軽視することができないであろ
う。このような問題が将来においてさらに拡大され、深刻化することのないよう、われわれは、精神障
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害に対する対策を着実に強化していかなければなるまい。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

二  疾病対策
(二)  伝染病予防

急性伝染病予防

全般的に見れば、急性伝染病の発生は、ここ数年来減少している。昭和三一年における発生状況を見る
と、各疾病について増減はあるが、全体としては、前年にくらべて大差が認められない。主な急性伝染
病の発生状況は、第六四表の示すとおりである。防疫上特に重視すべきものについて見れば、赤痢は、
依然として多く発生しており、約八万四、〇〇〇人の患者、約五、〇〇〇人の死者を出したし、ジフテ
リア・日本脳炎のいずれも、前年より患者数の増加を見ている。ジフテリア・日本脳炎の患者数の増加
は、ここ数年来の傾向であるが、さらに、日本脳炎については、患者一〇人のうち三人は死亡している
計算になっていて、致命率のはなはだ高い伝染病であることが注意されるべきである。猩紅熱患者の発
生は約一万二、〇〇〇で、前年よりやや減少を見ている。

第64表 伝染病統計

また、昭和三一年から同三二年にかけて、全国的に猛威を振ったインフルエンザについて見れば、三一
年には、一〇月初旬の局地的流行を皮切りに一一月、一二月になつて全国に流行するに至つた結果、三
一年の届出患者数は、約二万五、〇〇〇となり、前年を大きく上回つた。ついで、三二年にはいると、
従来日本に見られなかつたA東京五七型、新変異型ヴィルスによるインフルエンザの流行があり、五月か
ら七月にかけて急激に患者の発生が起り、三二年五月一〇日以降七月二五日までに、推定患者数は、一
一六万四、〇〇〇に、インフルエンザによる休校を行つた学校数は、三、六〇七、多発した学校数七、
三六八、これらの学校における推定患者数は、一一六万四、〇〇〇に達した。その後八月には目立つた
患者の発生が見られなかったが、三二年九月以降において、ふたたび全国的に広がる勢いを示そうとし
ており、三二年全体においては、近来まれな罹患率を示すことになるものと憂慮されている。

以上のようなわが国伝染病の実態を見れば、今後も伝染病に対する警戒を怠ることは許されないといわ
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なければならない。特に、赤痢については、戦後最低の死亡率に達したとはいえ、第六五表の示すとお
り、諸外国にくらべて、まだ格段の相違がある現状である。これには、衛生知識の不充分、ふん尿の衛
生的な処理の不徹底等種々の原因が考えられるが、このような現状の改善には、防疫対策のみならず、
環境衛生施策等公衆衛生施策全般の強化を要するであろう。

第65表 赤痢による死亡率の国際比較

なお、伝染病の隔離病床は、昭和三一年末現在、二万六〇二床あり、前年にくらべて約一、五〇〇床の
増加を見ている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

二  疾病対策
(二)  伝染病予防

性病予防

性病患者は、薬剤の効果の増大等によって近年減少の一途をたどり、昭和三一年においては、第六六
表に見るとおり、約一四万四、〇〇〇人、前年より約二万四、〇〇〇人の減少を見ているのであって、
その絶対数からいっても、りん病を除けば、かなり少くなっている。しかし、りん病の届出患者数は、
ここ一〇年たらずの間にほとんど半減したとはいえ、その罹患率は、昭和三一年において結核に次いで
伝染病中の第二位にあるし、梅毒による死亡数は、昭和三一年に、二、七五〇人(概数)もあり、その死亡
率は、伝染病中の第三位にある状況である。そのうえ、右に示した患者数は、届け出られた数であるか
ら、性病の特殊性から考えて、実際の患者数は、これよりも相当多いものと推定されるのである。

第66表 性病の患者数・罹患率

現在、性病対策は、昭和二三年の性病予防法に基き、早期発見・完全治療が主眼として行われており、
戦後の性病患者の減少には、この法律に基く性病対策のあずかるところが少くないと思われるが、早期
発見・早期治療を促進するためには、もっと国民各自、なかでも新患者の大半を占める青壮年層および
梅毒患者となればおそるべき影響を子供に伝える母性層の性病に関する認識を深めたいものである。な
お、早期発見・完全治療の達成のために、現在、治療費の減免が都道府県知事または市町村長によって
行われており、昭和三一年度の減免率は一・六%であって、前年度に比し四%の増加を見ているが、今後
もこの率を高めていくことが望まれる。

さらに、患者の接触者を追求し、その接触者を患者として治療につかせるための接触者調査制度につい
ては、昭和三二年度から新たに若干の経費が予算に計上されることとなり、その今後の効果が期待され
ているが、売春防止法の完全施行に伴い、今後予想される性病の主な感染源の潜在化に即応して、この
制度を始めとし、性病予防対策の強化されることが要望されている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

二  疾病対策
(三)  成人病予防

がん、脳卒中その他の老人性疾患、いわゆる成人病または老人病は、公衆衛生のうえで近年次第に重要
視されるようになった。これは、戦後における国民の死亡率が著しく低下したのにもかかわらず、老人
性疾患の死亡率はあまり低下せず、がん・脳卒中による死亡率は、むしろ増加の傾向を見せていること
によるといえよう。これら老人性疾患による死亡は、昭和二五年ころから国民死因順位の上位を占める
ようになり、同三〇年からは、中枢神経系の血管損傷(脳卒中等)、悪性新生物(がん等)、老衰、心臓疾患
の順に国民死因順位の第一位から第四位までを占めることとなった。いま、戦後におけるこれら老人性
疾患の死亡率の動きを対比させてみると、第三〇図のとおりである。

第30図 老人性疾患・結核の死亡率の年次別推移

老人性疾患が、他の疾病にくらべて高い死亡率を示し、国民の死因順位中に上位を占めるのは欧米先進
国に共通の傾向であって、この点では、日本も先進国に並ぶこととなったわけである。しかし、近年、
がんの治療法等が進歩したとはいえ、これらの疾患は、現在、医学的に最も治療困難とされており、将
来予測されるわが国の老齢人口の増大傾向を考慮すれば、やがて結核に代る国民的疾病として大きく取
り上げられることとなるであろうし、これに伴って成人病予防対策は年々強化されなければならないで
あろう。
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成人病対策の強化のためには、公衆衛生の第一線的実施機関たる保健所の機能の充実、成人病に関する
早期診断基準その他の問題についての研究の促進、国民全般に対する啓蒙宣伝が、必要であるものと考
えられるが、成人病予防対策については、昭和三一年に厚生省に置かれた成人病予防対策協議連絡会が
厚生大臣の諮問に基いて審議中であり、近く提出されるはずの答申が待たれている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

三  環境衛生
(一)  上下水道

水道の現状

わが国における水道の普及状況を見るに、上水道については、昭和三一年四月現在、布設市町村数一、
一七一、計画給水人口約四、一二九万人であり、簡易水道については、昭和三二年四月現在、二、七一
三施設(国庫補助を行ったもの)、計画給水人口約三六二万人となっており、上水道と簡易水道とを合せた
普及率は、おおむね総人口の約四割と考えられる。いまから五年前においてさえ、欧米先進国の普及率
が六〇%を上回り、ことにイギリスは九五%、西ドイツは八〇%という高率であったことを思えば、わが
国の水道普及率は、まだまだおくれているといわざるをえない。

もともと、清潔な飲料水の確保が国民の健康の維持のために必要であることは、いうに及ばない。水道
普及率の高い地区ほど伝染病患者の発生が少く、水道布設によって伝染病死亡率が低下するということ
については、各種の資料が立証しているところである。しかしながら、現在わが国においては、水道
は、以上に述べた程度にしか普及していないし、これまでの調査の結果によれば、水道以外の水が飲料
水として使用されている場合の相当数が、飲料水に適しないものと推定される状況である。したがっ
て、わが国における飲料水のこのような実態を改善し、国民の衛生状態を改良するとともに、その不便
を解消するためには、上水道・簡易水道の布設に一層力を注がなければならないと考えられる。もちろ
ん単に水道を布設するだけでよいのではない。その維持管理に誤りがあると、かえって伝染病発生の因
をなすことがある。昭和三〇年、同三一年においても、水源が汚れていたり、滅菌が不完全であったり
することによって、赤痢患者の発生を見た事件が、いくつか起っているのであって、水道の維持管理の
徹底については、今後さらに意を用いる必要があろう。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

三  環境衛生
(一)  上下水道

水道法

これまで、わが国の水道を規制していたのは、水道条例という古い法律である。水道条例は、明治二三
年に制定されてから数次にわたる改正を見たが、いずれも根本的な改正ではなく、水道の布設を主眼と
していて水道事業の経営・管理、特に衛生的管理への配慮に乏しいという根本的な弱点は、改善されて
いなかった。

したがって、この水道条例に代るべき新たな法律の制定の必要は、早くから関係者によって叫ばれてお
り、政府としてもその具体案について検討を重ねてきたものの、水道行政の所管が複雑であることとも
関連して、長い間実現を見ないままであった。ところが、昭和三二年一月一八日の閣議により、長い間
の懸案事項であった水道行政の所管問題が解決され、上水道と下水道終末処理場は厚生省、下水道(終末
処理場を除く)は建設省、工業用水道は通商産業省の専管と決定されたことに伴い、水道法案は、ようや
く、第二六国会に提出されることとなり、昭和三二年五月成立を見ることとなった次第である。

この水道法は、(1) 水道を大別して一般国民を対象とする水道事業と特定人を対象とする専用水道とに分
け、それぞれについて良好な水の確保とその管理の適正を図ること、(2) 市町村等の水道事業の経営者に
対し、給水その他の義務を課すること、(3) 各戸への給水装置の基準の設定等により水道水の汚染防止を
図ることをその主な内容としており、明治時代にくらべれば著しく大規模となり、技術的に高度化され
てきた水道の現状に即応して、布設と管理の両面における規制の合理化を期しているものである。な
お、この法律は、昭和三二年一二月一四日から施行された。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

三  環境衛生
(一)  上下水道

下水道

つぎに、下水道施設の普及状況を見るに、昭和三二年八月現在、設置市町村数一四一、排水面積一一一
万四、八〇〇ヘクタール、排水区域内人口わずかに二、四〇〇万人となっていて、その立遅れの程度が
はなはだしい。下水道の不備が降雨による浸水災害を都市にもたらしたり、汚物処理の促進をはばんだ
り、伝染病の発生をひき起したりする原因となることは、周知の事実であろう。政府としても、従来、
下水道の普及による生活環境の改善のために苦心してきたのであるが、さきにも少し触れたように三二
年一月の閣議決定およびこれに伴う建設省設置法・厚生省設置法の改正により、従来、建設、厚生両省
の共管であった下水道行政が、建設省の専管となるとともに、下水道終末処理場は衛生行政の主管省た
る厚生省の所管となったので、ここに下水道行政は、明確にされた新たな所管のもとにたつこととなっ
た。ただよくいわれるように、下水道の整備は、都市の外観に直接はなやかな効果を与えるものでもな
く、割に地味な事業であるとともに、採算のとれない事業であること等不利な条件をもっているので、
その実施主体たる

市町村の要望がみたされるよう、財政的な裏づけおよび一般住民に対する啓蒙宣伝に努めなければなら
ないであろう。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

三  環境衛生
(二)  清掃事業および蚊とはえの駆除

清掃事業

ふん尿、ごみ等の汚物の収集、運搬および処分に関する業務、すなわち清掃事業は、都市における公衆
衛生の基盤をなすものといえよう。現在、清掃事業は、昭和二九年に制定された清掃法に基き、国およ
び都道府県の指導援助のもとに、市町村が実施しているが、ふん尿・ごみのいずれについても、その処
理ははなはだ困難な状態にある。昭和三一年度の特別清掃地域内におけるふん尿・ごみの収集量とその
処分方法を調べた結果によれば、ふん尿については、消化槽、下水道投入処理のように望ましい処理方
法によるものが、わずか九・二%にすぎず、これに反して山林投棄、埋沒等の非衛生的な処分が三三・
三%に及んでおり、特にはなはだしいふん尿処理の行詰りを示している。また、ごみ処理にしても、戦
後における処理能力の低下はおおいがたいのであって、国民の生活環境の浄化のため、清掃施設の整備
等汚物処理態勢の強化に留意する必要がある。

なお、環境衛生対策の問題特に各種環境衛生施設については政府としてもその整備に苦心しており、昭
和三二年度には「社会保障の充実」とならんで、｢住宅および環境衛生対策の推進」を予算編成上の重要
事項にかかげ、上下水道その他環境衛生施設の整備のため、前年度の倍額に近い約一七億円を計上し
た。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

三  環境衛生
(二)  清掃事業および蚊とはえの駆除

蚊とはえの駆除

昭和三〇年六月、三カ年計画による「蚊とはえのいない生活」実践運動の全国的な展開が、閣議で決定
されてからここに第三年目を迎えている。この運動は、地域社会の組織活動の方式によるものである
が、その基本方針は、モデル地区を年々倍加することにより、おおむね三カ年でこの運動を全国に普及
しようとするものである。第一年度・第二年度(三〇・三一年度)におけるモデル地区の普及状況は、第六
七表のとおりであり、着々として計画は実行されつつある。この二年間の運動については、相当数の蚊
の減少その他種々良好な結果が報告されているが、はえの駆除については一段と工夫を要すること、下
水溝の整備、汚物処理等が不充分であるという面から自主的な組織活動に限界が与えられること等、い
ろいろ問題点が明らかにされている。そのほか、この運動が当初成功はおぼつかないと思われていた農
山漁村でかえって成功し、都市特に大都市での実績がかんばしくないという傾向が明らかに現われてお
り、これは一つには都市における社会集団の性格が農村と異ることによる結果であろうが、都市におけ
るこの運動の促進には、清掃事業の進展と相まって、今後一段と工夫を要するものと思われる。

第67表 蚊とはえの駆除モデル地区の遂年増加状況

なお、昭和三二年度予算においては、新たに、公共発生源対策として、みぞ等の整備を行う地区組織に
対する助成費が計上されている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

三  環境衛生
(二)  清掃事業および蚊とはえの駆除

地区衛生組織

ところで、地域社会の組織活動は、蚊とはえの駆除を始めとし、公衆衛生(母子衛生を含む。)全般にわ
たって実施されており、地区衛生組織活動と総称されている。地区衛生組織活動は、他の分野における
地域組織活動と同様、住民が自ら結成した組織によって地域における共通の問題を解決するために自主
的に行う活動のことであって、その組織の形態およびとりあげているテーマには種々のものがあるが、
地域社会における公衆衛生の向上に寄与する所は少くない。その数を活動テーマ別に分けてみると、第
六八表のとおりであるが、今後ますますその発展が期待されるところである。

第68表 活動テーマ別地区衛生組織数

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和32年度版）



  

第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

三  環境衛生
(三)  公衆浴場等の衛生

多数集合する場合の衛生

公衆浴場、興行場、旅館等不特定の多数人が集合し、利用する場所の衛生状態を良好に保つことは、環
境衛生の見地から重要なことである。わが国では、明治時代以来、これらの施設に対する衛生取締は、
すべて警察行政にゆだねられ、その内容に公衆衛生施策として見るべきものはほとんどなかったが、終
戦後、日本国憲法の施行に伴い、従前の関係諸法規は廃止され、上述の施設内における衛生、すなわち
「多数集合する場所の衛生」に関する取締は、公衆衛生立法により行われることとなった。また、昭和
二二年の保健所法の全面改正とともに、この問題に関する行政事務は、警察の手を離れて保健所に移
り、それまで長い間にわたって続いていたその強い取締的性格は、指導的なものへと転換するに至っ
た。現在、多数集合する場所の衛生保持に関する法律としては、興行場法(昭和二三年制定)、旅館業法
(昭和二三年制定)、公衆浴場法(昭和二三年制定)があり、これに類するものとして、理容師法(昭和二二年
制定)、美容師法(昭和三二年制定)、クリーニング業法(昭和二五年制定)がある。

これらの法律は、いずれも営業施設に対し一定の衛生基準を定め、それを守るように規制を加えたもの
であって、各種疾病の伝染の防止等を期し、衛生の保持を図ろうとするものであるが、現在、これらの
法律の運用にあたっては、監視指導方法の科学化、監視指導に当る職員の確保等が、望まれている。

ところで、これらの法律の適用を受けている理容業、美容業、映画演劇演芸興行業、旅館業、浴場業お
よびクリーニング業その他環境衛生関係営業一〇種類、一七業種を対象とし、注目すべき法律として、
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「環営法」と略す。)がさる第二六国会で成立し、昭
和三二年九月から施行された。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

三  環境衛生
(三)  公衆浴場等の衛生

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律

ここ数年来環境衛生関係の営業施設数の増加傾向の結果、衛生基準を無視してまで競争に努めるという
弊害が生ずるおそれのある事態に立ち至ったので、業界の自主的組織による自主統制をもって、過度の
競争を防止する必要が起ってきた。環営法は、この必要に応じて、制定されたものである。この法律の
目的とするところは、関係営業の衛生措置の基準の遵守と衛生施設の向上を図るため、各営業者の組織
の自主的活動を促進すること、過度の競争によって適正な衛生措置をとるのがはばまれる場合等に料金
統制その他経営の安定をもたらすための措置を講じうることにある。すなわち、業界の自制による経営
の安定と合理化あるいは業界の自主的活動によって、公衆衛生の向上、増進に資すること、これが環営
法の本旨というべきである。環営法に基き、この業界の自主組織として、一七業種ごとに、環境衛生同
業組合が都道府県単位に、その連合会が中央に、それぞれ設立されることになっているが、この法律
は、あまり例のない画期的な立法であるだけでなく、その対象営業が国民の消費生活に直接つながって
いるものであり、国民生活に影響することが大きい内容をもっているので、今後の運用については特に
慎重を期する必要があるものと考えられる。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

三  環境衛生
(四)  食品衛生

食品衛生の目的は、飲食に起因する衛生の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上に寄与することにあ
る。

ところが、飲食による衛生上の危害は、主に食中毒として現われるが、昭和三一年における食中毒の届
出患者数は、二万八、二八六となっている。この数は、昭和三〇年という異例な事件のあった年に比較
すると、ぐっと少くなっているが、例年よりはやや多い数であって、傾向として、食中毒患者が減少の
きざしを見せていないのは、残念なことである。その原因はいろいろあろうが、食品衛生行政の面にお
いても反省すべき点があることは否定できない。政府としては、昭和三〇年八月の調製粉乳による大量
砒素中毒事件の発生をきっかけとして、食品衛生の維持の上で法律上不十分な点を改正することとし、
その準備を進めた結果、昭和三一年三月、第二四国会に食品衛生法の一部改正法案を参議院に提出した
が、同法案は、昭和三二年五月、第二六国会において成立するに至った。

この食品衛生法の一部改正の主眼点は、食品の製造過程で添加使用されるもの、すなわち「添加物」に
関する規制の強化にあるといってよいが、今回の改正は、さらに、営業者の負担で食品衛生上必要な営
業に食品衛生管理者を置かせることにするとともに、食品等に関する標示の明記を徹底させるほか、外
国産の不良食品の国内流通を未然に防ぐため食品等の輸入に当って届出をさせることとし、また、前記
中毒事件の発生に関する世論を考慮して、罰則を強化したものである。しかし、今回の改正の趣旨を達
成できるかどうかは、今後の運用にかかっているのであり、食品、添加物等を取り扱う人々の理解と協
力の得られることが、切に望まれる。

なお、昭和三〇年の粉乳中毒事件等の影響もあり、乳製品等による食中毒事故は減少してきているもの
の、原料乳の衛生状態は、国際的水準に比し十分とはいえない。国民生活水準の向上に伴う乳および乳
製品の消費量の増加傾向を考えれば、乳および乳製品の衛生には、より一層配慮しなければならないで
あろう。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

四  その他の問題
(一)  栄養

栄養摂取の状態

昭和三一年度における国民の一人一日当り栄養摂取状態は、第六九表のとおりであって、熱量は二、〇
九二カロリー、蛋白質は六九・一グラム、脂肪は二一・八グラムとなっており、熱量はほぼ基準値に近
いが、蛋白質は約四%、脂肪は約三〇%、カルシウムは約六〇%、それぞれ基準値より少い。これを前年
度に比較してみると、熱量・蛋白質はほぼ同じであるが、動物性蛋白質・脂肪はやや増加している。ま
た、ミネラル・ビタミンについても若干の摂取増加が認められるが、ビタミンB 1が減少しており、この
ほか、含水炭素が減少していることは、注目すべきである。

第69表 国民一人一日当り摂取栄養量

この栄養摂取状態を市部と郡部に分けて見ると、各種栄養素の基準値および前年度との比較において、
だいたい全国一般の場合とそれぞれ同じ傾向を示しているが、郡部においては、市部に比して栄養摂取
状態のアンバランスがはなはだしい。すなわち、郡部においては、蛋白質特に動物性蛋白質と脂肪は相
当に少いが、含水炭素はむしろ多すぎるくらいであり、カルシウム、ビタミンA・B 1・B2は少く、燐が
多い。なお、全国的傾向としてのビタミンB の減少は、郡部における相当の減少によるもので、市部で
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 1
はビタミンB1が増加しているのである。(第六九表参照)

このような栄養摂取状態は、国民の食品摂取状態を反映しているものと考えられるが、昭和三一年度に
おける主な食品摂取の状態を、前年度に比較してみれば次のとおりである。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

四  その他の問題
(一)  栄養

食品摂取状態

国民の食品摂取状態を全国的に見た場合、大きな分類では動物性食品が七%増加し、植物性食品が五%減
少している。動物性食品のうちでは、特に肉類、卵類、乳類の増加が目立っており、動物性蛋白質の増
加傾向の主因をなしている。植物性食品のうちでは、麦、いも類と有色野菜の減少傾向が目立ってい
て、これらは、含水炭素、植物性蛋白質の減少をもたらしたものと考えられる。

また、市部、郡部において摂取された各種食品についての対前年度比較を見ると、おおむね、全国の場
合と同様の傾向が見られるが、市部と郡部とをくらべると、市部では、動物性食品(特に肉類.卵類)、小
麦、果実等が、郡部では、植物性食品、特に米、大麦、いも、野菜等が、それぞれ多いという傾向が見
られる。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

四  その他の問題
(一)  栄養

国民栄養の問題

ところで、わが国の青少年の体位は、戦争直後に著しく低下した後、次第に戦前の水準に達するように
なったが、昭和三〇年には、男女とも一五歳前後の者すなわち幼弱の時期に食糧難を経験した年令階層
の者の体格は、いまだ戦前の水準に復していなかった。昭和三一年においては、回復の遅れていたこれ
らの者の体位が、おおむね改善されつつあるが、部分的に見る場合、まだ回復の遅れている面のあるこ
と等を考えれば、なお楽観は許されないであろう。(第七〇表参照)

第70表 身長・体重の性別年齢別比較

このような体位の向上は、国民栄養の改善を反映するものであろうが、一方、国民の食生活を見れば、
いろいろと問題が残っていることを見逃すことはできない。すなわち、さきに述べたところからもわか
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るように、わが国における市部と郡部との栄養状態、食生活の状況は、著しい違いを示しているが、郡
部においては、農村における米食依存なかんづく白米の多食に基く栄養摂取のアンバランスが顕著で
あって、これによる各種栄養の不足から起る身体上の欠陥が少くない実情である。わが国民の食品摂取
の内容が欧米先進諸国に比し、偏っていて、その質において劣っていることは、すでに見たところであ
るが、これからは、食生活上のアンバランスの是正により、各栄養素の適正な配分に基く十分な栄養の
摂取に努めることが必要であるといわなければならない。最も効率的な食生活を保つという点から、今
後、栄養指導の推進は、重要な課題というべきであろう。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

四  その他の問題
(二)  家族計画

わが国における人工妊娠中絶の届出件数は、昭和二八年以後一〇〇万を越え、その後も減少の傾向は認
められず、昭和三一年においても、約二六万に達しているが、このほかに無届のものが相当数あるもの
と考えられるので、それをいれるならば、全妊娠数のほとんど半分が人工妊娠中絶を行っていることに
なる。出生を抑制する手段として、このように広く人工妊娠中絶が行われている現状は、母体の保護と
いう見地からまことに憂うべきものがあり、このような形における出生抑制は、合理的計画的な受胎調
節に置き換えられなければならないのである。

現在、受胎調節を必要とする有夫の婦人数は約一、二〇〇万人と推定されるが、そのほぼ半数は受胎調
節の知識を有していないと考えられるほか、経済的理由のために実施していない人があるし、すでに実
施している人についても、その効果を十分にする必要があるので、知識のない人々あるいは避妊器材を
買う余裕のない人々に重点を置きつつ、受胎調節に関する指導の徹底が図られなければならない。その
方法としては、保健所活動の充実強化により家族計画普及事業の総合企画と組織活動の指導援助を進め
る一方、普及事業の実施主体を市町村に置き、啓発活動、集団指導および個別指導の実施に努めるの
が、適切かつ効果的であろう。

なお、被保護階層や低所得階層の人々については、特別に器具、薬品の無料または廉価による配布が行
われているが、その実績は、昭和三二年三月末現在、二、〇〇九地区、被保護者約五万八、〇〇〇人、
低所得階層の者約一六万人となっている。この実績は、前年より地区数、対象人員ともに増加を示して
いるが、これらの階層の人にとり家族計画の必要の最も切実であることを考えれば、今後、さらに、こ
の特別の受胎調節普及事業を強化すべきものと考えられる。

家族計画の普及は、九、〇〇〇万人を突破しなお年間相当の増加を予想されるわが国人口問題の解決の
一助ともなるのであるが、国民生活の安定のためにその普及はより一層推進されなければならない。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

四  その他の問題
(三)  自然公園と温泉

自然公園

自然公園、すなわち、国土の特にすぐれた自然の風景をそこなわず、なるべくそのまま保護するととも
に、一般の利用に供する地域的公園のおもなものとしては、国立公園、国定公園および都道府県立自然
公園の三種類がある。このうち、国立公園は、昭和六年に制定された国立公園法によって、同九年以来
指定され、国定公園は、昭和二四年、同法の改正によりその一部を準用して、同二五年から指定されて
きた。しかし、その数の最も多い都道府県立自然公園には、なんら法的な基準がなかったので、自然公
園全体を統一的に規制する必要が痛感されていた。そこで政府においては、この法律を廃止して新たな
自然公園制度を確立するために、第二六国会に自然公園法案を提出したのである。自然公園法は、昭和
三二年五月に成立し、同年一〇月一日から施行されたが、この新しい法律の目的は、さきにあげた三種
の自然公園につき、共通の考え方に立って各種類に応じた保護と利用の適正を図り、総合的な自然公園
の体系をうちたてることにある。

自然公園のうち、国立公園の数は一九、国定公園の数は一四で、都道府県立自然公園の数は約二〇〇を
超えているが、国立公園に例をとってみると、その利用者数は第七一表に見るとおり、年々増加してき
ている現状である。国民の自然公園に対する認識は年をおうにつれてますます深まる一方であろうか
ら、今後も自然公園の利用者数は増加するものと思われる。

第71表 国立公園利用者数年次別推移

この利用者数の増加に伴い、これに対応する利用施設の整備の必要が生ずることはいうまでもない。利
用施設の整備は、ここ数年間、国の直接行う事業あるいは補助事業として行われており、特に昭和三二
年度予算には、その前の二年間計上されなかった国立公園、国定公園の整備に関する補助金がふたたび
計上されることとなったが、その現状は満足すべきものとはいえない。

さらに利用者数の増加は自然公園の保護を妨げるおそれがあるので、今後、現地管理機関の整備拡充が
肝要である。そのほか、ダムの建設、鉱物の採掘等国土開発事業の実施が、ときに自然の風景を破壊す
ることは、きわめて遺憾なことであって、産業振興との調整は、自然公園法の実施上かなり困難な問題
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を提供することと予想されるが、産業上の公益目的を十分尊重しながら、大自然のありのままの姿の保
存に努めていくことが必要であろう。

なお、自然公園とは別に、皇居外苑、新宿御苑および京都外苑の三カ所の国民公園を厚生省は維持管理
しているが、施設の整備も充分ではなく、特に皇居外苑については、早急な対策が望まれている。
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第二章  医療保障とその関連施策
第五節  公衆衛生

四  その他の問題
(三)  自然公園と温泉

温泉

わが国においては、いたるところに温泉が湧きでており、温泉地数は一、〇〇〇カ所を越え、源泉数は
一〇、九三四にのぼっている。また、高温の温泉が多いこと、湧出量の豊富、泉質の多様という点で、
世界の他の国にその比を見ない。したがって、温泉は、古くから大衆の休養または療養の手段として利
用されてきた。しかしながら、戦後における営利主義の浸透は、ともすれば温泉地を不健全にしがちで
あるとともに、温泉利用者の激増(年間推定四、〇〇〇万人)と使用湯量の増大は、自然の温泉源をからす
傾向をもたらしており、温泉源の保護をゆるがせにできない問題としている。

したがって、このような現状に対応して、国民大衆の健全な利用に資する指定保養温泉地(現在、一四カ
所)の積極的育成を図るほか、温泉の分析検査の促進、温泉源に関する総合的調査等の施策を大いに充実
し、もってゆたかに恵まれた天然の資源を最も効果的に国民保健の向上に寄与せしめなければならな
い。
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